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地域研究および国際関係研究の方法論のいま

加 々美光行 ・川井伸一 ・鈴木規夫 ・(司 会)佐 藤元彦
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〔はじめに〕 愛知大学国際問題研究所は,そ の 『紀要』第131号 で 「地域

研究お よび国際関係研究の方法論のいま」 と題する小特集を企画 した。事

情 によりこの小特集は組 まれないこととなったが、 これに際 して、この

テーマに関係する所員によって座談会が行われたことから、その記録 を以

下に掲載する。座談会は,2007年11月13日 に愛知大学車道校舎において開

催 された。なお,川 井伸一氏からは当 日レジュメが提出されたが,紙 幅の

関係 もあ り,掲 載を割愛 した。
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○佐藤元彦(司 会)そ れでは,本 日の座談会

を始めさせていただきます。 もともとこの企画

は,国 際問題研究所 『紀要』の131号 で,「地域

研究および国際関係研究の方法論のいま」 とい

う小特集を組むということで,何 人かの方に原

稿をお願いすると同時に,こ れまではあまり国

際問題研究所 『紀要』で座談会をおこなって,

その記録を掲載するということはなかったと思

いますが,運 営委員会においてそのような企画もあってもいいのではない

かということになり,本 日お忙 しいなかを皆 さんにお集まりいただきまし

た。

「地域研究および国際関係研究の方法論のいま」 とい うことに関して言

えば,こ の間,特 に日本学術会議等で地域研究のあ り方について さまざま

な企画が開催 されています。本 日お出でいただいている加 々美先生は,今

年(2007年)の 春に 「地域研究の最前線一知の創成一」 という日本学術会

議主催の シンポジウムに参加 されておられます。また,網 羅的ではあ りま

せんが,2004年9月 にも,や は り 「地域学を超えて一知のフロンテ ィアと

国際共同研究一」 というテーマのシンポジウムを日本学術会議が開催 して

お ります。要するに,グ ローバル化が進むなかで,地 域学のあり方が どの

ように位置付けられてい くのか,そ のあた りに大 きな関心があるようで

す。他方,地 域研究は戦後の研究史のなかでは,国 際関係研究 とも非常に

密接な関わ りをもって展開されてきたと理解できると思います。その点で

は,地 域研究のあ り方をめぐる昨今の動きは,国 際関係研究のあ り方にも

非常に関わってきます。このようなことを背景 にして,今 回,国 際問題研

究所 『紀要』の小特集 として,「 地域研究および国際関係研究の方法論のい

ま」 というテーマを設定 しました。この間,国 際問題研究所に深 く関わっ

てこられた皆 さんにお集 まりいただいて,こ のような座談会を開催する次

第です。

さて,本 日の進め方ですが,せ っか くですので,加 々美先生が過 日の日

本学術会議のシンポジウムで発表 された内容 を踏 まえて論文 をお書 きに

なってお ります。皆 さんに予め配布されてお ります 「現代中国学の新たな
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地域研究および国際関係研究の方法論のいま

パ ラダイム:コ ・ビヘイビオリズムの提唱」 というペーパーがあ りますの

で,こ れを一つのたたき台にしまして,本 日の座談会を進めたいと思いま

す。最初に加々美先生のほうから,こ のペーパーの趣旨 ・論点 を要約いた

だきまして,そ れに対 しまして,主 として地域研究 という観点から川井先

生,そ れから国際関係研究 という観点から鈴木先生からそれぞれコメン ト

をいただきます。それに対 して,再 び加々美先生か らリプライをいただ く

というかたちで進めさせていただ きたいと思いますので,よ ろ しくお願い

いた します。それでは早速ですが,加 々美先生からペーパーの趣旨 ・論点

について,大 変恐縮ですが15分 程度でかいつ まんでお話 をいただければと

思います。

○加々美光行 もっと短 くなるかもしれません

が,私 の論文の趣旨は,ま ず第一点が,従 来,

こんにちまで続けられてきた地域研究の限界を

指摘 し,そ の意味では当然従来の地域研究を批

判的に見るところから出発 して,そ れを乗 り越

えるために,新 たな方法論 ・パラダイムをたて

たい と。その場合に,中 国研究では中国学,あ

るいはインド研究ではインド学 といった領域 を

新 しくつ くり出したい ということです。

一番の動機は,サ イー ド(EdwardW.Said)に 始 まるオリエ ンタリズム

(Orientalism)批 判にあ ります。オリエンタリズム批判は1970年 代から提起

され,そ れに対するいろいろな学会の反応があ り,1980年 代に入ると,方

法論的には一見決着がついたような状態になってきたわけです。ところ

が,現 在の時点で実感 としてふ り返ると,ど う考えて も地域研究の世界で,

サイー ドの指摘 したオリエ ンタリズムが克服出来ているとは思えません。

それどころか,1990年 代に入って きますと特に湾岸戦争 を経て,ご 存 じの

ように自由主義 という理念を全世界規模 に広げていくとい うアメリカの新

戦略が声高 に言われるようにな ります。それに国際関係論やいろいろなも

のも含めて,自 由主義普遍化論 に批判的視点 に立つ現実主義だけでな く

て,自 由主義的立場,構 成主義(constructivism)な どいろいろな立場か ら,

国際政治について も賛否両論の声がたくさんあがったわけです。いずれも
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がやは り僕の見 るところでは,「 オリエ ンタリズム」 といわれるサイー ド

が指摘 したような ものが,陰 に陽にむ しろ反映 されています。悪 く言えば,

もっと根が深 くなってきているという気がするわけです。

ということは,サ イー ドの指摘 にもかかわらず,な ぜオリエンタリズ

ムが方法的に,実 態としては克服 されないまま,む しろ根 を深 くして きた

か という問題,そ れを明 らかにしたいとい うところに基本的な動機があり

ました。それ とともに,地 域研究はどうも方法的にもおか しいのではない

か と。 これはずいぶん前から感 じていたことですが,僕 自身1967年 にアジ

ア経済研究所に入って,1991年 に愛知大学に赴任するまでの24年 間,命 ぜ

られた研究は地域研究でした。「エリア ・スタディーズAreaStudies」 とい

うか,「 リージョナル ・スタディーズ(RegionalStudies)」 というか,呼 び

名はばらつ きがあって,学 問的にはどちらが正 しいか議論は確定 していま

せんが,ア ジア経済研究所では,ど ちらか というと 「エリア ・スタディー

ズ」 という呼称 を使っていたように思います。 しかし,基 本的には漠然 と

した理解に基づいて地域研究がなされてきました。

結局,地 域研究 について,「 アジア学」と呼び替えるということが,早

稲田大学のグループか ら出てきて,新 しいアジア学の創成 という議論 も出

てきていますが,今 年3月 の 日本学術会議のなかの議論では,そ の早稲田

グループの牽引役だった毛里(和 子)さ んまでが,実 は地域研究にはディ

シプリン(discipline)は 成立 しようがないのだとい う,ほ ぼ断定的に近い

議論 を出され,そ れでほかの多 くの方々もそれに近い議論を口にされたわ

けです。

では,地 域研究はどのような内容を持つのか というと,社 会科学,人

文科学の さまざまなジャンルで既 に成立 してい るもろもろの専門科学

(ディシプリン)が 出合 う広場(ア リーナ)で あると。それでいいのでは

ないかと。つまり,地 域研究独 自のデ ィシプリンは成立 しがたいので,既

存のさまざまなデ ィシプリン,政 治学,経 済学,歴 史学,国 際関係論 まで

を含めて,一 定の理論的枠組みを持 った既存の専門科学(デ ィシプリン)

が,応 用的な分野 として出合 う場所が地域研究だという議論が,そ の会議

では大勢を占めたわけです。

そのなかで私は,「 ディシプリン」と呼ぶべ きか どうかはわからない
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地域研究および国際関係研究の方法論のいま

けれ ども,地 域研究には独 自の方法論が必要だと。その場合,新 たな方法

論 を生み出すことがで きた地域研究は,も はや地域研究の名前で呼ばれな

いほうがいいか も知れない。その意味では,例 えば国別学 というようなも

のです。中国学は中国学,イ ン ド学はインド学 と呼べるようなものになっ

ていけばいいというのが僕の言い方だったのです。 しか し,こ の意見は,

あまり皆 さんの間に受け入れられなかったわけです。

実はそのような学問状況は,今 回の3月 の 日本学術会議だけではなく

て,1980年 代からずっとほぼ常態になってきていました。つまり,地 域研

究には独 自の方法論はあ り得ないとい う考 えです。それに対 して,僕 はか

なり早い時期から反発があったわけです。それをいつか声 にして挙げてみ

たいという動機から,現 代中国学に関する方法論 というものをまず固めて

みるに至 ったわけです。

その際,今 回のこの論文は,過 去の地域研究,日 本におけるだけでなく

アメリカについても含めて,地 域研究の誕生前後から今 日に至るまで,そ

れを一度 きちんと振 り返って,ど こに方法的な問題が潜んでいたのかを全

部ひっくり返 してみようと。お もちゃ箱をひっくり返すように全部ひっく

り返 してみる。そこか らなぜ この ような,今 日オリエンタリズムがむ しろ

強化され,潜 在意識化する,方 法的に潜在意識化 して存続するという結果

が引き起 こされたかも探 り当てる方法を取ったわけです。

主だった学会 としてはまず 「中国研究所」 と 「日本現代中国学会」を

挙げました。昔は 「日本」というのが付いていなくて,「 現代 中国学会」と

いいました。その次に 「アジア政経学会」と 「アジア経済研究所」。2つ の

学会と2つ の研究所 を具体的に挙げて,そ のなかで地域研究はどの ように

誕生 し,ま たどのような歴史をたどり,今 日に至ったかを,基 本的にもう

一度
,レ ビュー し直 した ということです。

そのなかで,特 に幾つかキーワー ドを使いました。その中心が 「ビヘイ

ビア(Behavior)」 という言葉です。ビヘイビアというのは,あ る主体が状

況 に対 して一定の態度を持って接 するということですが,い かなる態度

も,必 ず一定の目的性 を抱えています。あるいはもう少 し言えば,一 定の

価値判断をそこに含んでいます。それが態度であるわけです。本来,人 文

社会科学の研究では,研 究者主体 はそうした意味での態度なしには研究対
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象で もある状況に接することは出来ません。たとえ地域研究が人文社会科

学の応用領域であったにせよ,当 然,研 究者主体に状況に対する態度が欠

くべからざるもの としてあ り,方 法論 としても状況に対 して研究者がいか

なる態度を採るかを明確化することが求められているわけです。

ところが,人 文社会科学の各ディシプリン(政 治学,経 済学等)が その

応用分野である地域研究分野に研究の場 を移すと,た ちまちに逸脱が起 き

る。僕が見てきた一番露骨な逸脱は,例 えばアジアやアフリカといった途

上国でフィール ド・ワークをする場合 に,日 本国内で実施するフィール ド

・ワークの場合には当然守 られ果たされている説明責任(ア カウンタビリ

ティー〉が,な ぜか全 く果たされない。具体的にはフィール ド・ワーク調

査ではどのような意図で質問表(ク エスチ ョンネア)が つ くられたのか,

また調査結果は何 に用いるか,ど のように公表するか ということを,調 査

対象者にきちんと説明 して調査対象者の理解 と協力を得るのが,国 内での

フィール ド・ワークの原則なのです。

ところが,日 本国内でのフィール ド・ワークでは必ずそうしている同 じ

研究者が,ア ジア,ア フリカの途上国に行ってフィール ド・ワークをする

となると,ま ずそういう手続 きを取 らない。

簡単に言うと,調 査をどのような意図の基におこない,ど のような目的

に使 うかとい う研究者の目的意識を明確 に言わない。研究対象である途上

諸国の社会状況にはいろいろな問題が広がっているわけですが,そ の問題

状況に対 して研究者はあたかも第三者的な立場に立ってしまう。第三者的

だから,自 分は客観的で実証的な研究 をしているのであ り,あ たかも研究

対象の社会状況に対 して目的意図や価値判断(す なわち態度)は 持たない

かのような方法論を取 るわけです。実際 には研究者は価値判断を伴 う目的

意図を状況に対 して持 ってお り,そ れゆえに自身のその調査 目的 を,

フィール ド・ワークの調査対象となっている人々に説明する責任があるの

にもかかわらず,こ うして研究者は途上国研究においてはかえって実証主

義の名の下にその説明責任を果たさないことを当然 とするという弊害が起

こるわけです。

それに対する違和感が非常に強かった。かなり昔からおか しい という思

いはありました。それが少 しも改善 されていません。現在でも,例 えば中
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地域研究および国際関係研究の方法論のいま

国でフィール ド・ワークをやるときに,研 究者 はまず中国の党や政府機関

の上層部門などに調査依頼 をします。そこから調査現地の関係部門に文書

がいって現地にとっては一種の命令になるわけです。そうすると現地の人

は,目 的を聞 く前に協力 しなければいけないわけです。だから,わ ざわざ

こちらからどのような目的でやるか言わなくても,向 こうは初めから協力

して くれるのです。調査結果 についても教える必要はまった くないとい う

ことにな ります。そのような在 り方に典型的にみ られるように,つ まり自

分が実際にはある価値観や目的意図を持っているにもかかわらず,そ れが

方法か ら抜け落ちて しまうのです。あたか も客観的で実証的な研究である

かのように,そ こに自分の価値観が含まれているという方法的認識が欠落

したままに進んでい くということです。

例えば政治社会学者が,日 本において政党支持の調査をするときに,今

の時期,タ イミングでなぜ調査 しなければいけないのかという判断がある

わけです。時期的に状況が政権交代期 に入っているといったときに,世 論

動向を実際に調査するか しないかは,意 外に状況を左右するのです。例え

ば,新 聞紙面やニュース報道の形で世論動向 を発表することが,状 況 を変

える場合があ ります。ほ とんどの場合,調 査を実施する研究者は,実 はこ

の点 を知っていることが多い。ですからどの ような社会科学でもそ ういう

ことに対する一定の,逆 に言えば責任があるわけです。状況を明らかにす

ることによって,状 況 を変える力につながるからです。簡単に言うと,状

況についてアンケー ト調査をし,そ の結果を公表 した結果,状 況が どのよ

うに変わろうと私の知ったことではないとい う態度を取 ることは方法的に

間違 っているというのが僕の基本です。

一例 を挙げれば
,中 国のある地方都市の河川に水質汚染の悪化があり,

省な り県なりの地方政府が外国人か らの要請 までも含めて調査依頼を受け

入れる場合があったとします。その場合,地 方政府 としては必ず しも水質

汚染を改善することに目的があるわけではあ りません。言葉のうえでは改

善 しなければいけないと言っていたとして もです。なぜ必ず しも改善の必

要を認めないかというと,企 業 を誘致 してきたのは地方政府自身だか らで

す。つ まり,現 状は日本の場合と似ていて地方政府は財政が逼迫 している。

とにか く企業誘致 して,日 本でいえば法人税ですが,税 収 をあげたいので
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す。それによって財政を活性化させたい。 ところが,そ の企業が公害を垂

れ流 した。これを無条件に撤退させることはできないわけです。中央政府

か らは,早 く環境 を改善せ よという通達や指示が出 される。地方政府 とし

てはまず環境が深刻に悪化 していることを明示することによって,中 央か

らの援助 を待つのです。補助金というか環境改善のための財政援助資金を

待つわけです。これだけ悪化 しているけれ ども,地 方政府だけではどうし

ようないとい うように対応 します。中央か らの環境改善のための多額の補

助金を得 られるということがなければ企業に向かって強腰では応 じられ ま

せん。研究者は,知 らぬ間にそういう状況に加担することもあり得るわけ

です。

このように研究対象 としての状況には種々の主体の態度が現れます。状

況にかかわっている諸主体がどのような態度で応 じているのか,研 究者は

いや応なしにそうした状況にかかわっていくわけです。この点 を一番 よく

理解 していたのは,実 は 「アジア政経学会」の創立者の一人だった板垣與

一(い たが きよいち)で した。板垣與一は,1980年 代 に入ってアジア政経

の若手研究者の大勢が,井 戸掘 り的に一つの研究テーマについて,細 か く

事実 を掘 り下げていく実証的方法を採るようになったけれ ども,状 況その

ものを主体的にえぐり出すことによって主体的に問題 を発見 してい く方法

を取 らなくなったことに,明 らかに批判的であったと思います。彼は晩年

になってアジア政経創立30周 年で したか,そ の記念座談会で板垣は,問 題

状況のなかに主体的に入っていかなければ,問 題はえ ぐり出せないと。単

純 に,没 主体的に,第 三者的に状況に接 して,初 めから用意された分析枠

組みがで きていて,た だそれを押 し当ててい くような方法では,何 も発見

されないとはっきり言 っているわけです。

もとを正せば,ア ジア政経 も現代中国学会 もよきにつけ悪 しきにつけ,

国家政策 というか,国 策的なものに関与 した経験 を持つ人々によって創設

されたという歴史的経緯を持ってい ます。それが戦後の時代の変化のなか

で,い つの間にか客観的実証的研究を標榜するものに変わって きた。

もともと 「地域研究」の始 まりは戦後のアメリカのアジア研究,中 国研

究にあるのですが,そ れは国策 に密接に関係 していま した。新左翼の時

代,1960年 代にICCS(憂 慮せる米アジア学者の会)のJ.ペ ック(J.Peck)
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が,こ の点に関連 して,フ ェアバ ンク(J.KFairbank)ま でを批判 した とい

うことがあ ります。ペ ックはアメ リカの地域研究の国策的な在 り方 に対

し,そ れがたとえ主体的研究であって もアメリカの冷戦政策,ベ トナム戦

争の国策に加担 していることに無 自覚であるとして批判 したわけです。

フェアバンクは自分は国策に加担 しているつ もりはない,む しろ,ア メリ

カの国策 に自分は批判的立場か ら研究 していると反論 します。問題 は,

フェアバ ンクにせよ,状 況に自身の主体が関わっているにもかかわらず,

この点 を方法的に組み込んでいなかったことにあ ります。

つ まり,自 分がある態度,目 的,意 図をもって状況にかかわらざるを得

ないという,当 然の方法的問題が,方 法的に取 り込 まれていなかったので

す。そこに最大の問題があったのです。この点はず っと今 日まで持 ち越 さ

れていて,今 もなお方法的に自覚 されていない。それこそがオリエンタリ

ズムが何度 も何度 も再生産される理由になってい ます。なぜか言 うと,オ

リエ ンタリズムというのは当然研究者の側にある価値観 価値判断とい う

ものがあ り,価 値判断のなかにこそオリエンタリズムがあるか らです。こ

の点が方法的に自覚されていないということが,地 域研究の最大の問題で

した。

日本では地域研究は,板 垣与一が期待 した方向 とは逆にむ しろ主体が抜

け落ちて空洞化 してきていますので,方 法的に自覚 されないまま,し だい

に客観的実証的研究 と呼ばれるものが支配的となります。具体的な流動す

るアジアの状況に対 して,研 究者はまったく無縁な存在ではあ り得ない状

況にあ りながら,そ こに研究者の態度や主体がどの ようにかかわるかとい

うことが,方 法的にまった く自覚 されない とい う事態 を今 日よんでいま

す。

振 り返ると,地 域研究だけでなく政治学,経 済学,社 会学などの既存の

ディシプリンにも本当は全部オリエ ンタリズムが存在 しています。ただ彼

らがオリエンタリズムを問われないのは,原 則上,南 の国である発展途上

国を直接の対象 としない学問だか らです。経済学にせ よ,政 治学にせ よ,

応用分野 として地域研究にかかわっているにすぎないと考えられているた

め,オ リエ ンタリズムを批判 されて も,応 用分野の地域研究の場(す なわ

ちアリーナ)か ら撤退 して自分の政治学や経済学へ と戻 っていけば批判 を
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免れるわけです。 これに対 して僕のように地域研究のみを専門としてやっ

てきた研究者の場合には逃げ場がないわけです。地域研究は既存の人文社

会科学が出会うア リーナだという議論は,そ うした状況 を作 り出すので

す。

アリーナという議論 に,僕 が賛成で きないのは,ア リーナならばそこは

応用領域だから,そ こで変なことをやっても,問 題になったらアリーナか

ら出て行って,元 の専門領域に帰れば,痛 くもかゆ くもないということに

なるで しょう。実は既存の諸科学にも絶対にオリエ ンタリズムはあるので

す。引 きずっているはずなのです。 しか しそこは追究 されないのです。少

し長 くな りました。15分 を超えましたが,だ いたい趣旨はその ようなこと

です。

○佐藤 あ りが とうございました。それでは川井先生の方か らご発言をお

願いしたいと思います。

○川井伸一 レジュメをつ くって きたので,

ちょっとご覧 ください。時間の制約 もあ ります

ので,ポ イントを押 さえて発言 したいと思いま

す。

まず印象ですが,か な りメッセージは比較的

強いものがあると私は受けました。つまり,戦

後 日本 における地域研究,と りわけ中国研究 と

いうのは,要 するにオリエンタリズムの感性 と

いいますか,そ のような問題点を引きずっていて,そ れに対 して研究者自

身が無自覚であったというところが,お そらく大 きなポイントだろうと思

います。国策的志向の研究で もあ りましたと。

地域研究に対するかな り強烈な,加 々美先生はそういう強烈な意識 をお

持ちであるというのを改めて確認 したわけですが,そ れがやは り第一印象

です。ただ私 も地域研究,中 国研究を長年やってきた 一人として,自 ら振

り返って どうだったのかというと,や は り少 し厳 しいなという印象が一方

で確かにあ ります。

戦後の地域研究や中国研究の叙述に関連 して,こ の論文のなかで,特 に

アジア政経学会 とアジア経済研究所の地域研究,こ れはカッコつ きとい う
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ことで一貫 されてお りますが,要 するに一つのポイン トとしては,国 策的

意図ない しは国策的な存在があったというのが,や は り一つのメッセージ

ではないか と思います。

そのへんは,ち ょっと違う面 もあったのではないか という印象があ りま

す。加々美先生 も,や は り判断が必ず しも明確ではなくて,主 観では国策

的な志向であったけれども,結 果 としては国策的ではなかったというよう

な書 き方をされていて,つ まりその点では国策から一定の距離を置いた,

いわば実証的な研究 もあったというような,お そらくそう理解をされてい

るのではないかと思います。

私 もアジア政経学会やアジア経済研究所に も一時期かかわってい まし

た。アジア経済研究所の研究会は,1980年 代 に,私 は小林弘二さんの研究

会に何度か声をかけられて参加 したことがあ りますが,や は りやっている

ことは,か なり基礎的な,実 証的な研究ではなかったか と思います。国策

にす ぐつながるようなものだったのか というと,多 分に疑問を感 じるとこ

ろがあります。そこでは,上 の方からもっと政策的実用的な研究をやるべ

きだというようなそういう方向付けが出 されて,基 礎的な研究をやってい

るような研究者 グループが肩身の狭い思いを しているという話を聞いてい

ます。ですか ら,そ のことを考えると,や は り実証的な,基 礎的な研究を

一貫 して続けているという流れがあったのではないかと思います。

次に,目 的論の話は大変難 しい話ですが,ア ジア政経学会の例で具体的

に言うと,私 の指導教官は衛7吉 先生で した。彼は実証的な研究 を一貫

してされています。 目的価値から比較的距離 を置 くというスタンスだった

と思います。ただ,彼 がそれを自らの目的な り研究の価値を自覚 していな

かったのかとい うと,お そらくそんなことはないのではないかと私は理解

してお ります。 というのは,彼 は要するに研究対象に対 しては,自 分は目

的を持っているけれども,目 的や価値観を,い ったん自分から意識的に抑

えて,彼 は 「アスケーゼ(Askese)」 などという言葉で,「 節欲」といいます

か,欲 求を自ら抑えて,そ の欲求 をそのまま対象にぶつけるのではな くて,

いったん抑えたうえで対象 に向 き合おうという趣 旨のことを言 っていま

す。

○加 々美 少 しだけ,今 の川井さんの読み方が,少 し僕の書いた論文の内
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容 とずれているものですから,そ の点だけ補足させて ください。

「アジア政経学会」や 「アジア経済研究所」の地域研究が,国 策的研究

であったと,あ るいはそれを意図するものであったとは僕は言ってはいな

いのです。 どのようなことかと言 うと,も ともとこの学会と研究所を創設

した人たちは当初国策的研究を意図 しました。それははっきりしてい ま

す。なぜかというと,い ずれも戦前近衛内閣のなかで国策研究に従事 して

きた人が中心になっていたとい うことがあるからです。 しか し,戦 後の幣

原内閣に始まって吉田内閣等々続いてい く日本の政府は,対 アジアの国策

というものをつ くり出す ことがで きるような力を持っていませんで した。

どのようなことかというと,ア メリカに追随 していましたから,ア メリカ

の安全保障戦略の枠のなかに縛 られていたからです。 ところでアジア政経

学会がで きる直前の1951年,1952年 の時点は,日 本がサンフランシスコ講

和条約で独立 を果たす ときにあたっています。ですから,そ の時期にアジ

ア政経学会が創設されたことには意味があったのです。初めて日本が主権

国家として独 自の外交 と軍事を展開で きるとい う期待が浮上 したのです。

しか し,講 和 と同時に日米安保条約を結ばされてしまいます。その結果,

軍事的にも外交的にも日本は完全 にアメリカに押 さえ込まれたために,形

式的には日本が主権独立国家になっても独 自の国策の展開の余地はほとん

どあ り得なかったわけです。ですから,実 際に学会の成立や研究所の成立

のために日本政府の莫大なお金が使 われたわけではあ りません。

アジア経済研究所の成立の際 も,1957年 に板垣與一らが箱根で,岸 信介

と会談 して,ア ジア経済研究所設立の話 を持ちかけたときに,な ぜ岸がこ

れに乗ったのかといえば,岸 は60年 安保を境 に,日 本をサ ンフランシスコ

講和条約では果たせなかった独立国家 として再出発 させようとしていたか

らです。そこで板垣は本気でアジア研究を国策研究 として展開で きるかも

しれない と思 ったわけです。だから,そ の意味でアジア経済研究所 も国策

研究的な意図を持つ研究を目指 したことは確かです。

ところで,地 域研究の定義に関 して,ア メリカで地域研究が生まれたの

は,こ れはまったく嘘偽 りなく,明 確に国策研究的意図をもって生 まれ,

その性格は国策研究的な要素 を帯びていました。ところが,日 本がそれに

匹敵する地域研究 を展開 しようとしたときに,日 本はアメリカ国家と違っ
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て,独 立主権国家 とは名ばかりで,形 式的にはどうあれ,実 質的には独立

主権国家ではあ りませんで した。だから,軍 事 も外交 も,実 は自己の 自由

な判断によって展開できるものではなかったわけです。ですから,東 畑精

一(と うばたせいいち)が アジア経済研究所の初代所長 になったときに,

むしろ基礎的研究の方向を目指すのだと述べたのですが,そ の点で もとも

と東畑の意図は,岸 と違 っていたわけです。 しか し,岸 も事実 として国策

研究を遂行できる条件がないことを知るにつれて,東 畑の主張 を容認せ ざ

るを得ませんで したし,当 時の自民党政権は,当 面基礎研究を進めること

を容認 していったわけです。

アジア政経学会 も,こ の点から設立当時の若手理事の石川忠雄や衛藤藩

吉 と中核理事の板垣與一との間に同床異夢的な違いが生 まれてくるわけで

す。創立後,年 月の経過 とともに圧倒的にアジア政経学会 を支配 していっ

たのは,む しろ板垣與一 さん的な人たちではなくて,石 川忠雄や衛藤藩吉

たちだったわけです。ただ石川 さんや衛藤 さんたちが,今 日に至るまで も

板垣與一と自分たちの考え方がそこまで食い違っていた と加 々美から言わ

れれば,そ うは思わないよと反論 される可能性 は充分あ ります。

アジア政経学会30周 年のときに,衛 藤藩吉 を含めたいろいろな方々の報

告 に対するコメントとして板垣が言ったこと,つ まり研究対象となる状況

のなかに研究者が主体的にかかわらなければ,問 題状況のなかから本当の

課題 というものは見いだす ことはできない という論点。そこに実は同床異

夢的な要素が潜んでいたのです。

確かに川井さんが言うように,僕 は地域研究 を定義 として国策研究的な

ものとして位置付けましたが,事 実 として 日本のなかで誕生 し発展を遂げ

た地域研究は,国 策研究的なものではなかったとい うことが,実 際には研

究対象 としての状況に研究者が主体的にかかわらざるを得ず,現 実には態

度 をもって,あ る一定の目的 をもって状況にかかわっているにもかかわら

ず,こ れは実証的研究なのだからと思い込んでしまうことで,そ こに主体

や態度が含 まれていることを方法的にオ ミット(omit)す るとい うことが

起 きて しまう。そこに実証主義的研究の方法的な大きな問題があるわけで

す。

僕はそのことを指摘 しているだけなので,日 本における地域研究が国策
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的研究であったとは絶対に言っていません。なぜかというと,僕 自身アジ

ア経済研究所にいて,僕 のような基礎研究志向的な人間がアジア経済研究

所に存在 し得たことが何 よりの証拠で,こ んな人間が国策研究機関に存在

で きるわけがありません。

○川井 それは先ほど小林 さんの話で言おうとしたのですが,こ れは要す

るに地域研究 とは何かという話 になりそうですね。加々美先生は論文のな

かで地域研究の定義 をされていて,つ まり,一 つはアジア,ア フリカ,ラ

テンアメリカ地域 を対象としていること,も う一つは国策研究的志向が強

いことです。地域研究はそのような性格 を持つ ものだとお さえた うえで,

私はそれを踏まえて,戦 後 日本の地域研究が,ア ジア政経学会とかアジア

経済研究所で形成されたというような論 旨展開だ と理解 しました。従 っ

て,加 々美先生の定義か らして当然,論 理的に戦後日本の地域研究はその

ような性格をもつのではないかと理解 したわけです。実際はそうでないと

したら,日 本の戦後の地域研究は どうだったのかということを,定 義 を含

めて改めて検討 しなければいけないだろうと思います。

以下,内 容面のコメン トです。最 も大きなところは地域研究の方法論 に

ついてです。地域研究の方法論は,い ったい どのように考えたらいいのか

ということなのです。加々美先生が注 目されたのは,特 に研究主体 と研究

対象の関係 における歪みと,研 究対象に対する研究者の姿勢 といい ます

か,オ リエンタリズムについて特 に集中的に議論 され,批 判 されています。

これは単 に中国研究や地域研究だけではなくて,さ らには近代諸科学全般

にも適用 されるという,か な り議論を広げてお られるわけです。

おそらく,こ の基本的なレベルの方法論 はあり得て,か つまた必要だろ

うと私 も思います。ただ方法論 としては,も っと地域研究の枠組みとして,

地域の実態をどのような枠組みからとらえたらいいのか,と いう体系 とし

ての枠組みがやはり問われるべ きではないか と思います。それは加々美先

生が主張 されたレベルの問題 と,次 元が違うような気が します。 もちろん

関連があることは確かで しょう。やはり,地 域研究の概念定義は確かにし

ていますが,印 象 としては地域と国家がかなり直結されているような印象

を受けるとい うことが一つ。それか ら,地 域研究の学問体系としての枠組

みをどのようにこしらえてい くのか ということについては,直 接言及がな
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されていないのではないで しょうか。「中国学」 という提言 はされていま

すが,果 た して 「中国学」の概念は何 なのかという問題は,や はりこれか

ら検討すべ き課題 として,依 然 として残っているのではないで しょうか。

したがって,「 コ ・ビヘ イビオリズム」あるいは 「共同態度論」という主

張は,お そ らく研究者の態度のあ り方のレベルの話であり,学 問の体系的

枠組のあ り方の話 については,私 としてはよくわからなかったというのが

正直な話です。ですから,こ の点はこれから検討する課題があるかと思い

ます。

まず前者の議論 としては,目 的論 という問題が提起されていて,何 のた

めに研究するのかというような,こ れはやは り基本的で重要な問いかけだ

と思います。考えてみれば,や はりいろいろなレベルがあ りそ うで,国 策

的な目的もあるで しょうし,社 会実践的な目的 もあるで しょうし,さ らに

はもっと学術的な目的,例 えば新たな知の発見,解 釈,理 論の提出とか,

学術の発展を目的とするという場合 もあるで しょう。目的は全然考えてい

ないという場合 さえあるかもしれ ませ ん。結局,そ のような点から見ると,

私の印象 としては,や はり論文は,地 域研究 とい う目的が,こ れはアメリ

カの歴史的な経緯 もあ りますが,国 策志向 と結びついていることを大変強

調されているということです。確かに,そ の側面があったことは私 も理解

します。ただやはり,も っと別な側面 も多いのではないか と思います。

それから,目 的の価値意識 とい うので しょうか,目 的の基礎 としての価

値や価値観 とい うのがあ ります。そこに近代主義的ない しはオリエ ンタリ

ズム的な歪みがあったという点について,お そらくそれはそうだろうと思

います。歴史的に見てそうではないかということで,そ のへんは私 も理解

できます。

主体と客体を区別 して,客 体 に対 して主体が上か ら優位意識 をもって対

応する。要するに研究者は一種の特権者であった。おそらくこれ も歴史的

に見て,そ の傾向があったというのは事実ではないか と私 も思 っていま

す。 しか し,1980年 代以降,中 国の改革開放以降,中 国研究者 自身が内部

から中国の研究を始めたということで,さ らには外国に出て,ア メリカな

り欧米で中国研究をやるという人が どんどん出てきて,今 まで外国人研究

者が特権 として意識 したものがそうでな くなって しまったという状況があ
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るのではないか と思います。そのようなケースからすると,少 し気になっ

たのは,最 近になればなるほどオリエ ンタリズムの傾向が歴史的により深

まっているというようなコメン トは少 し違和感があ ります。この間,こ の

ような問題 に関 しては,複 線的な発展や内発的な発展だとか,相 対主義の

観点からの問題提起がいろいろあったわけです。その系譜 もた くさん出て

きています。 にもかかわらず,や は り優劣意識はな くならないというよう

な問題だと思います。

私は,確 かにそのようなものもあるかもしれ ませんが,他 面で,や は り

第三世界の人々自身が国際交流 を深めてきて,特 に興味深いのは中国の研

究者です。かれらがそ うい う内外の研究サークルに どん どん参加 してい

て,発 言をしているという状況は,ど のように見たらいいのかということ

です。この ような状況は,や は り旧来の優劣意識を揺 さぶるといいますか,

む しろ減 らすような積極的作用 を与えているのではないか,と 私は考えて

います。 もちろんそれは相互の交流のチャンスが増 えているということと

も関係があ ります。

もう一つ付 け加えさせていただ きますと,加 々美先生の論文の一つのポ

イン トは,コ ・ビヘイビオリズムといわれるものです。研究対象である外

国社会における多様な利害関係者に対 して,研 究主体は同格,対 等の位置

としてあるとい うことを自覚 しなければならない。おそらくそのとお りだ

ろうと思いますが,実 際に研究する場合に,自 らをどのように位置付けた

らいいのかという問題です。つまり簡単に言 うと,同 格 ・対等だから外国

の文脈のなかに自分をコミッ トさせて,利 害関係者の一人として対等に振

る舞 うというのも,お そ らく問題があるで しょうと。だから,や は り外国

の利害関係の文脈から一定の距離を置かざるを得 ないと思います。その場

合にはどうするかということを考えてみます と,や はり一定の枠組みや視

点,誤 解 を恐れずに言えば色めがねといいますか,そ のようなものを持つ

ことが,や はりどうして も必要ではないか と私は考えています。それは分

析の枠組みやディシプリンをもたねばならない とい うことにつなが りま

す。複雑 な対象をあ りのままに見るということは,や は り現実問題として

はあり得ないだろうと思います。

では,地 域研究の枠をどのように したらいいのかということに関 して,
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地域研究および国際関係研究の方法論のいま

加々美先生は,ア メリカにおける地域研究の歴史を踏まえて,AALAを 対

象として,国 策研究志向の性格である と地域研究を定義づけてお られま

す。アメリカの地域研究がおそらくそうい う内容を持 っていることは私 も

理解で きますが,た だそ うでない地域研究はないのかとい うと,そ んなこ

とはないだろうと思います。問題の一つは地域単位をどの ように見るのか

ということにも,単 に国家,国 策 ということだけではな くて,国 家のレベ

ル以外の単位はいろいろ考えられる し,最 近はやは り地域の枠 を越える,

異なる地域間の相互交流 というものに関心が強まっているような印象を受

けます。いずれにせ よ地域の境界 とか,地 域内部の構造の重層性 とか,地

域 を越えた移動 とかの話は,重 要な課題で しょうね。

先ほど言いました地域研究 における国籍,国 籍 というと日本人,中 国人,

いろいろありますが,そ の視点というのは確かに重要だと思います。例 え

ば,海 外の中国人や日本に来た中国人留学生,ア メリカに留学 した中国人

留学生は,中 国を対象に研究するというような状況が どん どん増 えてきて

います。その場合,そ れはもちろんディシプリンとしては,や は りそれぞ

れの個別のディシプリンに基づいて研究 されているのが大半だろうと思い

ますが,そ の場合には,単 にアメリカの研究 とか,中 国人の研究 とい うよ

うに,一 面的に理解 していいのかどうかというような問題があ ります。そ

のへんで両面性 というような性格 をもっている。そのようなことがあっ

て,地 域の範囲とその相互関係 をどうするか というのは,こ れから検討す

る大 きな課題の一つではないか という気が します。

それか ら加々美先生のいわゆる 「コ ・ビヘ イビオ リズム」。私 も充分に

理解 しているとはいえませんが,そ の射程範囲 というのはどれ ぐらいなの

で しょうか。おそらく研 究者の態度 に関する基本的なレベルの話ですか

ら,そ の意味ではかなりの広が りが,先 生のおっしゃるようにすべての学

問,諸 科学に共通して適用 され得るかもしれません。ただ地域研究,な い

しは中国研究を構築 してい くということから言うと,こ れで充分なのか と

いうと,そ んなことはないで しょう。その意味では,基 本的ではあるが部

分的であると理解 しました。部分的というのは,地 域の概念 ・体系や分析

枠組が依然不明であるか らです。中国研究は,い ったいどのような分析枠

組 を取ろうとしているのか。そこが明確 に出ないと,や はりディシプリン
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として中国学を構築する際に,片 手落ちではないか思います。そこがどこ

まで明確 に出るかどうかはともか くとして,や は り明確に出す必要が学問

として主張する上では不可欠だろうと思います。

その際に,個 別の地域学を構築するというお話で,お そ らく考え方 とし

てはあ り得ると思います。従来,地 域研究は特定の地域の性格,個 性を究

明して きたわけで,そ こには当然,全 体 としてその地域 を見る,そ してそ

の地域の個性 を見ようとする。それか らその地域の内部の関係性,な いし

は外部 との関係性を見 ようとしてきました。やはり,そ のようなポイント

が考えられるかと思います。そのようなことに絡ませて,加 々美先生の主

張 される現代中国学は,そ の点に関連 して何かコメントしていただければ

大変参考になるのではないか と思います。

やは り,既 存のディシプリンの枠のなかで,例 えば,中 国なら中国地域,

中国社会 というものを トー タルに把握することは,お そらく難 しいだろう

と私は思います。これにはいろいろな理由があるでしょう。 したがって,

やは り単独のディシプリンでは無理ですから,複 合的な,学 際的な,い ろ

いろな複数のディシプリンを応用 してアプローチするのが,お おかたの考

えだろうと,日 本や世界の大勢 もこうなのではないかと思います。ディシ

プリンを用いてアプローチするのか,脱 ディシプリンで社会の個性を探求

してアプローチするのか,両 方あ り得ると思いますが,い ずれにせよいろ

いろなデ ィシプリンを用いて中国社会の個性 を究明することができたらよ

いと思います。今はそれに向けて取 り組むのが課題であろうと思 う次第で

す。

ですか ら加々美先生のこ主張は,お そ らく従来の地域研究 という枠では

もう無理で,新 しいディシプリンとしての現代中国学を構築 しようと,お

そらくそういうご主張だと理解 しました。その場合,や は りその学問の枠

組を出す必要はあって,そ うでないと,先 ほどの研究者の態度のレベルだ

けの話では,な ぜ 中国学であるのか,例 えば中国学,マ レーシア学,イ ン

ドネシア学,タ イ学,そ の区分けや相互の関係はどうするのか という問題

が当然出てきます。従って,や は りそのへんの課題は,我 々の取 り組むべ

き大きな課題ではないだろうか ということです。以上です。

○佐藤 ありがとうございました。それでは,引 き続 き国際関係研究に関
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地域研究および国際関係研究の方法論のいま

わって鈴木先生からお願い します。

○鈴木規夫 私は,加 々美先生の論文を拝見 し

て気づ きましたところを,大 ざっぱに言って3

点ほどにまとめ,お 話 しさせていただ きたいと

思います。

まず第一点 は,〈地域 〉とい うコ トバの用語

法の問題です。国際政治理論の研究において,

いわゆる 「リージョナリズム」が一時流行 った

ことがあ りました。その 「リージ ョナ リズム」

が導 き出 されて くる背景に何があるのか と申しますと,「 ネイション ・ス

テイ ト(Nationstate)」の枠組みのなかでの国際政治理論研究の意味が,相

対的なものにな りつつある現実があるのであろうといえます。

しか し同時 に,政 治学における歴史研究の流れのなかに,リ ージ ョン

(region)と い う概念そのものを置いて見ていきますと,レ ジオンとかリー

ジョンという概念は,国 家の単位では把握できない,よ り大 きな,国 家を

またぐような範囲の問題でも,逆 にまた,国 家のなかの,よ り小さい単位

の問題についても,同 じように指示する場合があるという,お もしろい現

象があります。

それが どのように使い分けられてきたのかとい う議論 も陶然いろいろあ

るわけですが,上 手な説明の仕方の一つ として,か つて戦前の日本が中国

大陸を対象にいろいろな諸政策を展開 しようとした ときに,「帝国主義」

という言葉 を嫌った,つ まり自分たちは欧米列強の ような帝国主義者では

ないのであるけれ ども,国 家 という単位ではまとめ きれないある一定の領

域 を,自 分たちの対象領域 としていろいろ展開 したいとい うときに選んだ

言葉が 「リージョン」だったとい うものがあります。 もちろん,同 時期 に

もフランスにおけるように,地 方行政域 について リージョンと呼ぶ という

こともあったわけですが,帝 国主義 という言葉 を使いた くなかった日本帝

国主義が,自 分たちの支配領域 をリージ ョンと呼んでいたということの意

味は,と りわけその後の 「地域研究」 を考えるときには,と ても重要だと

思います。

これは,ブ ルース ・カミングス(BruceCumings)や 三谷太一郎などもよ
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く言 うことなのですけれども,1945年 以降のアメリカの東アジアにおける

政策展開は,結 局のところ1930年 代から1940年 代 にかけて,日 本の軍国主

義がいろいろ画策 して展開 しようとしたことを,さ らに継続 して担 ったに

す ぎないのだ という議論があ ります。なかなか通説にはな りませんけれど

も,か な りその とお りだと私には思えます。

加々美先生もいろいろな経緯 についてご説明いただいていますが,そ の

ような背景 もあって,ア メリカは戦後 「地域研究」 を生みだ したのではな

いか と思 うのです。つまり,日 本の東アジアにおける侵攻の展開を引 き継

ぐかたちで,ア メリカが東アジアにおいてどの ように展開するのか という

意図か ら 「地域研究」 というものが生 まれた というのが,歴 史を振 り返 っ

てみると,至 極順当な理解の仕方ではないかと思います。

その場合の,「 リージョナル ・スタディーズ」の 「リージ ョン」というの

は,つ ま りは 「ネイション ・ステイ ト」の単位で把握で きないけれ ども,

「帝国主義」 という用語は使いた くはない行為主体が使いたがる用語 にな

るわけで,そ ういう言語として発明 されたものなのではないか,こ れが,

国際政治学 をいろいろ と勉強 している過程で,私 が理解 している事柄で

す。換言すれば,「 帝国」とは言いた くも呼ばれた くもない 「アメリカ」が

そこに行為主体 としていたわけです。1945年 か らブッシュ現政権が誕生す

るまで,ア メリカは決 して自分たちのことを 「帝国」 とは自ら呼ばなかっ

たわけで,こ れ もかつての 日本の軍国主義 と同じような思考が働いていた

結果なのではないか と考え られ ます。アメリカ自身 もかつては植民地で

あったわけですか ら,建 国の原理からして,ヨ ーロッパと同 じ「帝国主義」

を名乗るわけにはいかない,そ の間隙(か んげ き)に あったのが,地 域 と

いう概念であったのではないかということです。

加々美先生が議論なさっていらっしゃる地域研究発生のあれこれの ファ

クターの問題 を,も う少 し戦前の日本の東アジアにおける位置 とい うとこ

ろか ら引っ張 ってきて,ア メリカ地域研究へ の理解 と繋 ぎあわせてい く

と,先 生のもどか しく感 じていらっしゃっているオリエンタリズムの問題

とも,実 に大きく絡んで くるのだと思 うのです。

ご存 じのように,1930年 代の日本の,当 時の言い方 をします と 「支那学」

としての東洋学の水準 は,世 界最高水準で した。 これは誰 しも認めるとこ
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うだと思います。フランスの東洋学,イ ギリスの東洋学 といろいろあ りま

すが,1930年 代 における日本にとってのオリエンタリズムとしての 「支那

学」は,さ まざまな情報の蓄積度合,論 理的理解の蓄積具合等々,さ まざ

まな角度から考えてみても,い ろいろな意味で最高水準 になっていたよう

です。それはなぜか と言えば,根 本的には当然,対 象に対する 「支配」の

動機が大 きくあ り,そ れ を支 える財政的な基盤,権 力的な基盤が背後に

あったで しょうか ら,研 究者 も育 ち,研 究予算 も潤沢で,フ ィール ド・

ワークも盛んに行われ,そ うした調査研究活動 をバ ックアップする体制や

環境 も整備 されていたがゆえに,さ まざまな知識も獲得できたわけです。

東亜同文書院の卒業研究大旅行 も,そ うした全体の環境の中でその可能性

を広げていたのだ といえましょう。

そして,そ の戦前の日本の 「支那学」がどこへ行 くのかと言えば,対 象

支配の学 としてのオリエ ンタリズムによって支 えられているものですの

で,必 然的に日本の敗北 によって意味をなさなくなったわけです。

そうした極端な断絶の最中に,研 究者たちは何を考えたのか という問題

にも私は興味津々なのであ ります。これが第二点です。

たとえば,ご 存 じのように1930年 代 にはオリエ ンタリズムとしての 「支

那学」の延長線上に,日 本でもイスラーム研究が非常 に盛んになるわけで

すけれども,そ こにいろいろな人々が配置 され,満 蒙中国国内は言 うまで

もなく,東 南アジア地域やイン ド,ア フガニスタン地域にも及んで,一 所

懸命イスラームの諸問題に関する研究に従事 してお りました。のちに 「中

国研究」に転 じる野原四郎,そ れから一時期,大 日本回教協会には唯物論

研究会メンバーの古在由重……のちに名古屋大学にもお勤めで したが,そ

うした面々まで もが 「回教(イ スラーム)研 究」をしていたわけですけれ

ども,新 しい領域を広げるためにも若手の研究者をどんどんつぎ込むこと

がで きたのは,そ うした回教圏研究が当然 に,膨 大な当時の 「支那学」,東

洋学の日本 における研究素地の広が りのなかでこそ存立 しえたからなのだ

と思えます。

そのオリエンタリズム としての 「支那学」の流れのなかで,1945年 で閉

ざされてしまった学的なモチベーション,閉 ざされてしまった人たちが,

研究その ものをいったいどの ように考えたのかということをみてい く必要

一21一



があると思 うのです。

たとえば,岩 村忍という人は,の ちに 「地域研究」の流れでのアメリカ

の資金を使 って,京 都大学の東南 アジア研究セ ンターを開いた りします

が,戦 前は 「回教圏研究」 をずっとしていました。いろいろチームを組ん

で,く まな く中国大陸をまわるのですが,ア フガニスタンにまで も足 を延

ば している形跡があ ります。そこで行われたさまざまな研究調査活動は,

その当時においては,あ る種スパイ活動 と同一のようなところがあります

が,研 究者にとっての研究調査活動が,ス パイ活動であるのかそ うでない

のか というところの区分けを,い ったいどう求めるのか という問題が,そ

こに生 じます。

これはたとえば,人 類学者でビルマ研究をしていたエ ドムン ド・リーチ

が,LSEの マ リノフスキーの下で費孝通 とも同学であったわけですけれど

も,ビ ルマに派遣 された彼は軍事情報将校 としても研究を進めていたわけ

で,情 報将校 として研究 していることと,人 類学者として研究 しているこ

ととの間に,ど のような境界があるのか問題になるで しょう。 もっとも,

後に人類学のあ り方 をめ ぐってリーチ と論争をすることになる,費 孝通の

場合 も,の ちに中華人民共和国がで きてからのその研究調査活動のあ り方

において,ご 本人はどのような立場で もって中国国内をくまな く調査 した

のか……また少 し微妙 な別の問題 も出て くると思いますが……。

いずれに して学者,研 究者が国策やある一定の権力の作用に応 じて,何

かに応えていこうとして動機 を形成 したとしても,こ のこと自体を倫理的

に批判できるのか という問題があると思います。ただ私たちは,そ うした

諸研究の後継者であるもの として,そ れが事実上 どのような影響関係や協

力関係にあったのかを,よ く区分け していかなければいけないで しょう。

当時現場にいた研究者 自身が どのようであったか ということとは,ま た別

の問題がそこにはあると思うのです。

よく中東研究などで言われます有名な事例 としては,「 アラビアのロー

レンス」 と呼ばれたオリエ ンタリス トのT・E・ ローレンス(ThomasEd-

wardLawrence)は,英 国情報将校で したし,フ ランスのルイ ・マシニョン

(LouisMassignon)も,ハ ッラージュというイスラームの神秘主義者の研究

でとても大 きな仕事 をする人ですが,同 じです。ローレンスやマシニョン
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は,第 一次時世界大戦の情報将校 として中東 におけるフランスやイギ リス

の戦略戦術展開を有利にするような情報を整理 し見やす く提供 していたわ

けです。

この辺 りは,サ イー ドが 『オリエンタリズム』で しっか りといろいろ分

析 しているところですけれども,そ の知的な動機のところと,全 体の政治

的な情勢が変化 してい くところとの間で,研 究者が何をしていたのか とい

う実存 を,や は り問い返 していくことが常 に必要だろ うと思 うわけです。

先ほど言及 しました岩村忍ですが,評 価はいろいろであ りましょうけれ

ども,本 人は,敗 戦直後 に,た しか中国研究所発行の何か雑誌の文章で

あったと思いますが,「 支那学」の基盤の上 に立った イスラーム研究 に関

して,日 本はいろいろな研究をして情報量は大量にあったのだけれども各

省庁でバラバラに調査研究 していたので,そ れを集中 して分析 し統合的に

国家戦略に応用することができなかった,そ れとは対照的に,ア メリカは,

さまざまにいろいろな レベルの研究者やエージェントが持ってきた情報を

統合で きるシンクタンクが有機的に機能 していた,そ れこそが日本が負け

た最大の理由だといったことを,端 な くも述べています。当時のイスラー

ムは言うに及ばず,ア ジア研究,「 支那学」自体にして も,お そらく文部省

と外務省 と陸軍と海軍など,そ れらがばらばらにやっていたわけで,そ れ

が統合で きず,ま た日本国民や全体の真意などとい うことも一切何 も考え

ないで,そ れぞれ別々のコーポラテ ィブ(corporative)な 動 きが蓄積 した情

報で しかなかったということなので しょう。

アメリカの底力 というのは,そ れをある一定の目的のために統合 して,

総合的にインテ リジェ ンスを使 ったところにあった とい うわけです。サ

イー ドの 『オリエ ンタリズム』のはるか数十年前 に,は からず も岩村忍は

まさしくそういうことを言っている。ご案内のように,サ イー ドが批判 し

ようとした 〈オリエ ンタリズム〉とは,そ うした総合的な知のヘゲモニー

(Hegemony)を 握るかどうか という問題 に他なりませんで した。知的ヘゲ

モニーを握 りきれなか った日本 は,当 然敗北 したわけです。知的ヘゲモ

ニーを握 り,か つ道義的優位性 を保った勢力の 「歴史的ブロック」 は,結

果的に勝利 してい くわけです。

1949年 に中華人民共和国が成立 していく解放過程の中国共産党は,そ う
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い う意味での道義性を,そ の時点においては持 っていました。ですか ら勝

利をしたのだろうともいえるのでしょう。サ イー ドが分析 したヘゲモニー

の握 り方についての 「語 り方」が,も う少 しよく検討 されるべ きであろう

と思います。そこをただ単 に,良 いか悪いか,進 歩か反動か等々,二 律背

反的あるいは二分法的なとらえ方でオリエ ンタリズムを見るというのでは

な く,力 その ものの多様性 をどのように分析 してい くのか,そ の道具 とし

て も 「オリエ ンタリズム」 を再評価 していかなければいけないとも考えて

います。オリエンタリズム批判 も,も っともっと洗練 させていく必要があ

り,加 々美先生が主張なさろうとしているところは,ま さにそういうとこ

ろなのではないかと思います。

普通 に単純な二分法的な 「善か悪か」的な,ど ちらが正義かみたいな文

脈で,「帝国主義対植民地」という対立構造が理解 され,単 純化 されてい く

こと自体への批判が,サ イー ドを読めば,サ イー ド自身の言説において明

確 にあるわけです。『オリエ ンタリズム』 を執筆 してから20年 ぐらい経過

したあとに,新 しく序文 を書 き替えましたが,サ イー ドはそこでそ う言 っ

ているわけです。

やみ くもに 「帝国主義反対」 と叫ぶだけで,オ リエンタリズムを克服で

きるわけではあ りません。私たちは,か つてのオリエンタリズムを構成 し

ている力そのものにも学ばなければならないわけです。相手がどの ような

手法で力を行使 してくるのか,ヘ ゲモニーを握ってい くのか,文 化的な影

響力,物 理的な影響力 を拡張 させてい くのか等々自体を研究 しなければい

けないとサイー ドは言 っています。「日本の敗北」は,そ うしたことを学ば

なかった非常 に大 きな例証です し,サ イー ド自身が挙げる事例 としては,

アラブ世界のイスラエルによる1967年 の第三次中東戦争における敗北です。

そ して第三点ですが,以 上のような2つ の問題 を,さ らにどのようにし

て生か してい くのかという問題です。私は率直に申 しまして,加 々美先生

の 「コ ・ビヘイビオリズム」 という考え方になかなかの魅力を感 じてお り

ます。ただ,も う少 しの方法論的,認 識論的な精緻(せ いち)化 を図らな

いと,妙 に誤解 されるだろうとも危惧 します。

第一に挙げた 〈地域〉の問題で も,先 生は 「中国」 とかそのほかの国別

の名前の挙げ方 をしますが,こ れ ももう少 し工夫をして,た とえば,今 か
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ら30年 ほど前に,板 垣雄三先生が 「n地域論」という言い方 をした 「地域概

念」をめ ぐる非常に興味深い問題提起 をしています。「n地域」 とい うの

は,た だ単に固定 した 「中国」という物理的な場所,「 日本」という物理的

な場所ではなくて,問 題の位相によって常に組み換え可能なもの としての

く地域 〉の概念 を想定するわけです。

「中国」を研究する際には,か つて 「中国」を侵略 した 「日本」の問題

が,自 ずか らそこに内在するわけで,そ の内在するもの も 〈地域 〉の問題

として取 り入れ転換 していきます。その 「n地域」概念 を使った位相のつ く

り方を,も っと研究方法 として洗練 させてい くべ きではないか という問題

があります。

板垣先生の 「n地域論」にプラス して,加 々美先生の 「コ ・ビヘイビオリ

ズム」のような共同主観性や問主観性みたいなものを,た だ単に日本の研

究者の主体的な問題発見に終わるのではな く,量 子力学がそうであるよう

に,対 象に向かったところで対象そのものとの相互性のなかで生まれて く

る 「問の問題」 を,ど のように優位 に立ち上げでいくのか という,そ うい

う方法論 を重ね,「n地 域論」と 「コ ・ビヘイビオリズム」とを重ねて宣伝

していくことができれば,私 たちの社会科学的な知の営みは,よ り多 く意

味を持つのではないで しょうか。それはただ単に,日 本が どうしたとかア

メリカがどうしたとかいう,国 策 レベルのどうこうという議論 を超えた,

「人類知」の問題へ と展開 していく可能性を大きく秘めているはずです。

ちなみに,先 ほど川井先生の議論のなかで問題になっていましたが,ア

ジア経済研究所やそのほかのところが国策的な志向 を持 っていたか どうか

の問題ですけれども,国 際政治の リアル ・ポリテ ィクスか らすれば,日 本

はアメリカに従属的な立場においてしか世界政治の舞台に加わっていませ

んので,戦 後 は独 自に国策的な地域研究や地域政策 を展 開する余地はな

かったはずです。1945年 の敗戦以降,本 来はそうした世界におけるヘゲモ

ニーを握 らないでおいて,地 域的な政策立案 をしても何の意味もなかった

というのが,今 日ここに至るまでの偽 らざる現実なのではなかろうかと思

います。

ただ,現 在のアメリカの世界戦略が揺 らいでいて,そ の狭間がいろいろ

出来上がっていますので,世 界を トータルに支配する能力をアメリカ保有
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してはいませんから,そ のほころびのなかで,ヘ ゲモニーを握っているア

メリカがその力量において負いきれないところを,何 かカバーで きるか も

しれないという 「幻想」を抱いて,や って きたところはあるかもしれませ

ん。 しかし,あ くまで日本は トータルに世界を支配するというイメージを

持てないままにあ りますので,戦 前と異なって,あ まりに国策云々と戦後

の過去を検証する必要はないのではないかと,私 は少 しうがった見方を し

ています。

しか しこれからは,ア メリカのヘゲモニーは確実 に凋落(ち ょうらく)

していきます し,世 界の派遣 は何れにせ よ再編の時期 に来ているで しょ

う。加えて,軍 事的な 「支配のモー ド」が全体 として変わっていますので,

そこの間隙 をぬ って,現 在,日 本政府 は例 えばパブリック ・デ ィプロマ

シー(PublicDiplomacy)と いった文化戦略のようなことをいろいろ展開 し

ていますが,そ れはそれである程度脈があると思ってやっていることなの

か もしれません。かつての冷戦時代にあったような強力なアメリカの核の

傘のなかにあった日本が,先 生の取 り扱っていらっ しゃる時期において何

か個別に外交政策意思を持ちえたのかというと大いに疑問です。その時期

に,お そらく陰に陽にかかわって くるのは,ア メリカが何を考えているの

かということを理解 しようとする トランス レータ(translator)が そこに存

在 しただけなのではないか,妙 な言い方ですが,そ れに対向する人たちは,

中国や ソビエ トの政府は何を考 えているのかを探 していただけであって,

日本が格別に独自の領域を開いたわけではない という方が,よ りリアルか

もしれ ません。

今後は,先 生がおっ しゃるように主体的な問題位相を切 り替えてい くよ

うな,「n地 域」一 「コ ・ビヘイビオリズム」に立脚 した時空 を,む しろ研

究者は切 り開いていかなければいけないと思 う次第です。以上三点で し

た。

なお,サ イー ドについて付言すれば,サ イー ド自身は,む しろ,方 法論

的には,グ ラムシ(AntonioGramsci)の 議論が,彼 のなかでは大 きいので,

間主観性の問題 もむろん,か かわってくると思いますが,彼 の認識論の構

造のなかには,む しろグラム シのヘゲモニー論 とそれか ら派生す る文化

的,歴 史的ブロックをどのように広げるか という発想がすご くあるのでは
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ないか と思います。

○加々美 そ うだと思います。ただ,結 果的には,そ の部分が有効に働 き

ませんで した。ですから,オ リエ ンタリズムの現実的基盤は崩 されないと

いう。つまり,あ くまで理論の レベルでは,オ リエ ンタリズム批判は相当

程度の影響力を発揮 しましたが,つ まり認識論の レベルでは,相 当程度の

影響力を発揮 しましたが,存 在論的な基盤においては,わ ずかに,そ こに

挑戦を仕掛けただけで,オ リエ ンタリズムの牙城はまったく崩れていない

という感 じが します。ですか ら,や がて認識論 レベルで も再復活するわけ

です。つまり,存 在論的なレベルで,根 幹からオリエンタリズム批判で崩

される方向ならば,オ リエンタリズムは再生産で きなかったはずだからで

す。

○鈴木 よ くこれ も議論 されますが,例 えば,先 ほ ど川井先生 がお っ

しゃったように,中 国の研究者がアメリカへ行って,中 国研究を担ってア

メリカの大学に職 を求めて中国研究 をしているような立場ですと,ネ オ ・

オリエンタリス トが再生産される可能性が高 くなるわけですね。アメリカ

は知的ヘゲモニーを維持 していますから,現 地の優秀 な人を連れてきて研

究させ,そ の情報やネットワークを使 ってアカデ ミズムをコン トロールす

るという構造にい くわけです。ハーバー ド大学そのほかのIVYリ ーグなど

に,い ろいろな研究機関,部 門をつ くって,そ この一定のポス トにはオリ

エ ン トの人間 をつかせつつ,コ アな部分 は,ユ ダヤ=ク リスチ ャニテ ィ

(Judeo-Christianity)に依拠 したアングロ ・サクソン(Anglo-Saxon)を 持 っ

ていくわけですが,た だ,そ れが今は飽和状態になっていて,次 に新 しい

知的な基盤をどのように築いていくのか ということを考えてもいい時期 に

来ているのではなかろうかと思います。

○佐藤 それでは,川 井先生,そ れから鈴木先生からのコメン トを踏 まえ

て,そ れぞれに個別に答えるというかたちではなくて,結 局,地 域研究の

あり方として何がポイントになって くるのかとい うことを少 し絞るかたち

で,今 度は加々美先生からお話をいただければ と思います。

鈴木先生の 「n地域論」の話 と,そ れか ら川井先生 も境界性の話について

はふれ られていますので,対 象 となる地域が持つある種の境界性につい

て,ど のように考 えるかということに関 して,特 に何 らかのコメン トをい
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ただけるとありがたいと思います。

○加々美 地域 をどの ようにとらえるか ということが,当 然,出 て くるわ

けです。その前に,最 初に,私 の書いている論文が極めて難解なために充

分に理解 を得に くいということを痛感 しました。ですから,率 直に申 しあ

げると,読 み違えが相当あるという気が しています。

まず簡単 にそのことを触れておきますと,1946年 に中国研究所の設立を

働 きかけた伊藤武雄,平 野義太郎たちは,ご 存 じのように外務省から資金

を得て研究所をつ くろうとしました。それはもとはと言えば,日 華協会と

いう,近 衛が敗戦直前につ くった協会の財産を,そ のまま受け継 ぐかたち

でやろうとしたわけです。そこに彼 らが,戦 前の国策研究 とほぼ似た日本

政府 と密着 した研究機関をつ くることが戦後 もできると思っていたことを

示 しています。そのような認識があったとい うことは明確だと僕は書いた

わけです。

ただし彼 らの中国研究所構想には,当 初ハーバー ド大に生まれた地域研

究 とは違 って,直 接的に国策研究機関を設立 し,国 策研究を進めようとす

る意図は十分ではなかった。 なぜかというと,方 法的に戦後世界の実状を

十分に認識 した上で,そ れに適合的なもの として国策研究を展開するとい

う,地 域研究特有の時代感覚が働いていなかったからです。アメリカの地

域研究的な,明 確な,意 識 された,方 向性が中国研究所構想 にはなかった

とい うことです。

ところが,1951年 にサンフランシスコ講和条約ができて,そ こで 日本は,

いったんは主権を回復 し独立 をします。国際社会は,日 本 を独立国家とし

て認知 します。だから,そ こでアジア政経を設立 した植田捷雄と英修道ら

には,独 自のアジア研究を展開で きる余地が初めて生まれたと見えたのだ

と書 きました。これはもうほとんど,そ のとお りだと僕は思 っています。

ところが,蓋 を開けてみたら,サ ンフランシスコ講和条約 によっても日

本は,先 ほど鈴木 さんが言われたように,独 自の主権国家としては機能で

きないことがわかったわけです。ですから,衛 藤藩吉がアジア政経30周 年

記念の座談会で板垣や英に質問をしていますね。その当時,自 分たちは,

完全に客観的な,ア カデミックな研究 をやるものとしてアジア政経 をとら

えていたと言 うのです。そのために,あ らゆるイデオロギーか ら自由な研
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究ができると考えたというわけです。

いずれにしても,衛 藤 らはそれを 「実証的研究」 と呼ぶわけです。衛藤

同様 にアジア政経設立当初の若手理事だった石川忠雄はその後1997年 に出

版 した回想録で,自 分たちは,実 証的研究者 として,共 産主義諸国,特 に

中国に対 して賛美 した り,肯 定的にみるとい う姿勢 と,自 分 たちは無縁

だったと述べている。

その点に実は,既 に衛藤や石川 と英や植田との間のずれがあるのです。

英や植田は,国 策的な方向を目指 していましたが,そ れが冷戦 と日米関係

の現実によって潰えたわけです。ですから,実 証的な研究といわれるもの

が,ア ジア政経内部で支配的になっていったのです。

地域研究の定義 としては,最 初にこれを誕生 させたアメリカにおいて,

ここに川井 さんがテーマをまとめて くれたように,戦 後世界の変化を鋭敏

に意識 した国策的研究であったこと,そ れを目指 していたということが,

その後の地域研究の基本的定義になったと僕は述べています。

しか し,戦 後 日本においては,そ うなり得ませんで した。それが,50年

代後半再度,ア ジア経済研究所設立の ときに,岸 信介が台頭 したことで期

待が一時的に復活 した。岸 は平和憲法を変えてまで日本を再軍備 して,大

国アメリカに対 して ものが言える,今 の安倍晋三が考えたことと同 じこと

を考えたからです。

岸の目から見て,戦 前の近衛時代から続いてきたアジア研究は,敗 戦後,

一度完全に空白になったわけです。1945年 から約10年 間余 り,国 策的なも

の としては完全に空白になったわけです。先ほどの回教圏研究所 も含めて

言えば,何 もなくなってしまった。それを岸 は,も う一度立て直すつもり

になったのだと思 う。岸 をその気にさせたのが,実 は,ア ジア政経学会の

創設者の一人である板垣與一だった。

岸は,そ ういう意図は持 ったけれど,自 分 自身が60年 安保の圧力 を受け

て,下 野 しなくてはならな くなったことで,1960年 代はその方向に進 まな

いわけです。その間隙をついて,東 畑精一は,ア ジア経済研究を基礎的研

究を中核にするという国策研究とは,か なりの距離を置いた研究所 として

設立する方向に向かったわけです。 とは言え,東 畑が未来永劫,基 礎研究

だけでよいと考えていたか と言 えば,恐 らくそ うではなか ったと思 いま
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す。将来的には十分な基礎研究に支えられた国策研究,当 然政府批判をも

許す国策研究が想定されていたと思います。ですか ら,日 本の地域研究 と

呼ばれ得 るものは,や はりアジア政経学会 とアジア経済研究所の地域研究

と呼ばれるものを出発点 としている。特にアジア経済研究所は,実 際にそ

の名前を用いましたから。

しか しそれは,ア メリカにおける地域研究 とは似て非なるもので した。

それで も僕 は,「地域研究」 という言葉で一応一括 りしています。

問題はどこにあるか というと,学 界に影響力 を持つ人々が,そ うした 日

本的地域研究を実証的研究 と言い続けたこと,こ こに問題があるのです。

僕は 『鏡の中の日本 と中国 中国学 とコ ・ビヘイビオリズムの視座』の

なかで,中 西功(な かにしこう)を 批判 しています。中西功 は満鉄で,

「支那抗戦力調査」を行いました。 中国において,日 本に抵抗する戦力は,

どこから生まれて くるか ということですね。そのときに,彼 は戦後,こ の

調査 を回顧 して実証的研究 としてやったのだと,だ から予見性があったの

だと,当 たったのだ,と 言 うわけです。なぜかとい うと,真 に科学的で,

実証的な研究こそ,未 来 を予測できる し,実 際に力のあるものだと,彼 は

言 うわけです。

僕は,そ れは 「あ と知恵」的な説明であって,中 西は日本共産党員であ

るとともに,中 国共産党 にも籍を置き,か つコミンテルン(Comintem)と

も,尾 崎秀実(お ざきほつみ)を 通 じて間接的に関係 を持つ,極 めて実践

性の高い人物で した。だから,そ の実践性のなかから得た情報が,中 西の

「支那抗戦力調査」を支えていたことは疑いを容れないのです。

その点を彼は語 りませんで した。あたかも,「 調査」は実証的,科 学的研

究であるとして,自 分 を自画自賛 したのです。 しかし,こ れは方法的に人

をだましているわけです。

○鈴木 中西にとってみれば,と いうか,当 時の用語法に従えば,そ れが

「科学」だということなので しょうね。

○加 々美 そうなのだけど。でも,そ の問題 について,僕 は,末 弘厳太郎

(すえひろいずたろう)が 満鉄 と東亜研究所合同の華北農村慣行調査の責

任者として,こ れをいかなる政策意図からも自由な科学的調査であると主

張 した点についても,同 様の問題があると考えたわけです。
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そのような科学主義の問題に何が潜 まれているかというと,実 質的には

地域研究は,観 念の世界では,一 般の自然科学,科 学研究と同様 に,対 象

に対 して,働 きかけて,こ れを再構成 しようとする意図があるわけです。

だから例えば,地 域研究ではしばしば研究対象国について政治民主化が

進んでいないとか,あ るいは経済の合理化が進捗 していないため,き ちん

と市場経済 として機能 していないとかいう批判が起 きてい くわけです。市

場経済が うまく機能 していないと言 うのは,機 能すべ きだ と言 っているに

等 しい し,民 主化が足 りないと言っているのは,民 主化すべ きだと言って

いるに等 しいわけです。ですから,そ のような議論 の背後には,一 定の,

目的意図,価 値判断をはらんでいるわけです。

でも,こ れを実証主義,科 学の名のもとに,方 法的にその問題 をえぐり

出さない という点に,一 番大 きな問題があるのです。

○鈴木 当時,ア ジア経済研究所などでは,ヨ ーロッパで起こっていた

「社会構成体論争」 といった議論は反映 されなかったのですか。

○加々美 もちろん,反 映 していましたよ。

○鈴木 していますね。そのへんで,先 生のおっしゃるようなところを,

もう少 し掘 り下げるといったことは,当 時はむろんできなかったので しょ

うね。

○加々美 いやね,僕 はアジ研に入って最初に驚いたのは,先 輩方が,調

査研究部の部内研究会を毎週水曜 日に必ずやるのですが,そ こで,僕 が最

初の報告 をしたら,「 おまえ,何 のためにそんなことをやるのだ。おまえ,

日本人だろう。 日本人で,こ んなところへ座っていて,日 本海を隔てた向

こうの中国の社会のことを,何 であれこれ言 うのだ。 まず,そ こか ら説明

しろ」 と言うのですよ。

これは,当 時,1960年 代末,盛 んに論争 された主体性の問題です。主体

性が非常に言われた時代の雰囲気を極めて強 く反映 していました。ですか

ら,あ なたが何のために中国研究をやるのかとい う態度,中 国という状況

に自分が どのようにかかわるのか。いったい,ど んなかかわ りがあって,

どんな権利があって,研 究対象国である中国についてあれこれ言うのかと

いう批判です。

これは,今,考 えたら,学 会でそのような批判をする人がいたら,頭 が
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少 しおか しいと思われるでしょう。 しか しアジア経済研究所の地域研究で

は,当 時,方 法的にそうした主体性の問題が一番問題になった時代で した。

それで,林 武が,僕 がアジア経済研究所に入って3年 ぐらいで しょう

か。1970年 前後のころ,主 体性 にかかわって地域研究の方法論を言い始め

るのです。僕は,そ の実証的研究 なるもの,実 証性が不要だと言っている

のではないのです。実証研究が免罪符 となって,例 えば,中 国との政治状

況を研究するときに,中 国の政治は独裁制で,こ れだけ民主性 に欠けると

いったようなことを言 う,あ るいはインドで名目上,民 主的としておこな

われた選挙が,そ の実態は干渉選挙であるといって基本的に批判的な分析

をするときに,そ の尺度,秤 の基準になっているのは,民 主制度という秤

ですね。

そこにどのような問題があるのか,具 体的な調査 まで含めて,ア ンケー

トまで含めてやっているわけです。そこに明確な,あ る自分の価値判断が

潜んでいます。ところが,こ れについては方法的に対象化 していないので

す。そこにこそ,日 本における地域研究の最大の問題があったわけです。

アメリカにおいては,こ れは国策的研究であったために何のためにやっ

ているのか,例 えば,実 証的研究 をやっていて,フ ェアバ ンクのように,

「私はアメリカの国策には批判的です」と言う人 も,「 国策」を意識 してい

ると言 う意味では,自 分ではなぜ 中国研究をやっているのかについて自覚

があるわけですよ。 日本の場合 と違って。

ただ し,そ れでもフェアバ ンクは,当 時CCAS(憂 慮するアジア研究者委

員会)の メンバーだったジェームズ ・ペ ッグから 「西欧中心主義」的な 「近

代化論」を前提 にしているとして批判 されました。「近代化論」その自体が

オリエ ンタリズムに相通ずるというのです。フェアバンクが当時のジョン

ソン(LyndonBainesJohnson)政 権の国策に批判的な立場か ら書いていると

言 っても,実 際にベ トナム戦争 を引 き起 こすようなアメ リカの価値観か

ら,自 由ではない,そ ういう価値判断がそこに含まれるではないか と,そ

こまで追求 したわけです。だか ら僕 は,そ の時点で実は,の ちにサイー ド

が提起するオリエ ンタリズム批判の最初の芽は,も う出されていたと思っ

ています。

ところが結果的には,先 ほど言いましたように,オ リエ ンタリズム批判
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は現実的な存在論的な基盤 を崩す ところまではい きません。つまり,ア メ

リカは90年 代湾岸戦争か ら21世紀初頭 まで実質的に自己の価値判断をもっ

て,世 界支配を意図 し実行するわけです。その構造を,根 幹から覆 してい

ない限 りは,オ リエンタリズムは何度で も再生産されて きます。先ほど鈴

木さんが言われたように,も しサイー ドが グラムシ的に,実 践的行動の主

体性を強調 して世界の存在論的な構造まで を変えることを意図 していた と

すれば,そ れは文字どお り成功 していないわけです。むしろ,存 在論的構

造は明確 に持続 しています。場合によっては,そ れは膨張 しているといっ

てもいい。だか ら,オ リエ ンタリズムも再強化されてあらわれて きます。

とすると,僕 たちはどうすべきでしょうか。それを方法論的にえぐり出

す必要がある。日本は確かに,既 に川井 さんも鈴木さんも言われたように,

徐々に国策的研究があらわれて くる時代 に突入 して きました。だか ら,も

とを正せば,ア ジア政経学会やアジア経済研究所が創立されたときの創立

者の意図に近いものが,こ れからは実現 してくる可能性 もあるわけです。

だからこそ,今,そ れを方法的にもう一度,取 り込むことが大事だという

ことになって くるのです。

それで,も う1点 は,鈴 木 さんか ら出 され,佐 藤 さん もふれた 「n地域

論」です。実は,地 域 とはいったいどのような概念か という問題は,僕 は

あ まり触れ ませんで した。確かに地域は,あ る一国内の一部の地域 も指す

こともあれば,国 を超えて意味する地域 というものも含まれて くる。ただ,

問題は,本 来の地域とは国家ではないという点にあるのです。地域概念は,

国家概念と本来違っています。

本来,地 域の 「域」という字は,「 国」の繁体字の 「國」に通 じていまし

た。なぜか というと,「國」 と言う字の外枠の四角の中は,「 或」 という字

を書 きますね。 「或」とい う字は,文(ほ こ)と 土地の空間を示 します。で

すか ら,父 で,そ の空間,自 分たちの住んでいる生活空間を守るという意

味なのです。

これを外枠の四角の城壁で囲んだのが国です。かつて,ギ リシャのアク

ロポリスが,そ ういう都市国家で した。中国では周代の,周 王朝の時代の

国がそ ういう国でした。非常 にギ リシャのアクロポリスと似ていました。

城壁のなかに生活があるというのがキー ・ポイン トです。つ まり,城 壁の
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中には商店もあれば,畑 や田んぼ もあれば,庶 民の住居 もあ ります。その

生活空間を守るためにで きたのが城壁ですね。

日本の城壁は,ご 存 じの ようにその外に生活空間があって,城 壁のなか

に生活空間はあ りません。つ まり日本の城は民衆の生活空間を守ることを

主たる目標に していない。副次的な目標に過 ぎないのです。この点で中国

の初発の伝統的な国家観は対照 的で,そ の基本は生活空間を守ることで

す。つまり,生 活空間が中心なのです。生活空間には生活を支える文化が

あ ります。中国の元来の伝統国家が文化国家と言われるゆえんです。

ところが,周 代末期から春秋戦国にかけて,繁 体字ではない 「国」の字

が多用されるようにな り,実 質的にステー トとい う概念に変わっていきま

す。漢字では,国 のなかに王 というものが入って きます。つ まり 「国」は

王を守るという空間に変わっていって しまいます。つまり,生 活空間を守

るものではない ものに変わってい くわけです。そ こに生活 していない,

人々が生活 していない彊域までを自己の政治軍事支配領域 と考える見方が

現れて きます。

もう一度 「地域」の概念に戻って言えば,「 域」は,城 壁で囲まれていま

せんが,生 活を守るという意味があ ります。なぜかというと,文 の下,小

さな四角に下線 を引いているのは生活空間です。これを,丈 で守 るという

概念です。

ところが問題は国策というときの国は,明 らかに生活空間を守 るという

よりは,今 は王 さまはいませ ん し,玉 座 はあ りませんが,あ る意味でス

テー トという非常に生活とは切 り離された領土観念や領海観念に基づいて

国家を守ろうとするのが国策なわけです。

ですか ら,こ のような点からい くと,地 域研究は,「 地域」が国家とは違

う生活空間を主体 として成立する概念 として本来 ならば国家を超 えてグ

ローバルに展開 し得るものですから,例 えば,三 遠南信が中国の西部地域

と結びつ くとい うようなことがあっても構 わないわけです。問題 の基本

は,人 々の暮 らしや生活空間が,そ こに含 まれて くることが,も っとも共

通,そ れを結びつける重要なポイン トです。

ところが,「 地域研究」でいう 「地域」の概念はこれとは対照的に,差 別

的に,実 質的にはとらえられるという点が,最 大の問題です。つまり,基
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本的なことを言えば,「 地域研究」でいう 「地域」は国民国家を形成する空

間と見なされないのです。国際社会は,主 権国家 を単位 として形成される

一つの構造ですが
,「地域」は主権国家 を単位 とする概念 に入 らない,だ か

ら国際社会を形成する単位 とは見 なされないのです。現在使われている

「地域」の 「域」の概念 と,元 来の 「域」概念 とは,意 味合いが違って来

ています。ですか ら,ま ず第1点 は,地 域観念その ものが変化 してきてい

る。

最初に戦後,地 域研究という言葉が使われたときは,そ こには既に,国

際社会は主権国家を単位 とするという認識が強 く存在 していました。その

なかで,地 域 という概念があえて使われます。その場合当然,「 地域」概念

に生活を守る空間というとらえ方はないのです。ですか ら現在n地 域 とい

うときに,元 来の 「地域」概念に戻って使 うか どうかが問題 なのです。

○鈴木 先ほどの 「国家」の,く にがまえの中が 「玉」になってしまった

というのはいつごろのことなので しょうか。

○加々美 僕 もまだ調べていないので,い つからということは明確には言

えないのですが,少 なくとも春秋戦国期には 「国」の字は繁体字の 「國」

と併用 されるようになっています。ただ 「中華」の概念に関連 して言えば,

「中華」の国家観について,小 倉芳彦(お ぐらよしひこ)は 「領域国家」

と呼びました。領域国家の 「領域」は,地 域の 「域」です。つまり,中 国

の 「國」の空間意識 とい うのは,国 境線 といった概念 を持たず,そ れゆえ

物理的な国家の境界 を重視するのではな くて,人 々の生活 とそれを支える

文化というものを重視 します。

だか ら逆 に言うと,近 代国家からみると,国 境線がな くて人々の生活空

間が拡大 して くれば,そ のぶん政治支配領域 も拡大するといった国家は始

末が悪いと考えるわけです。

逆に言えば,も し現在の中国国家が今なお繁体字の 「國」であったな

ら,1969年 ウスリー川の中ソ国境紛争が起きたり,そ れから現在の尖閣諸

島の問題が起 きたりすることは,あ り得ないわけなのです。なぜかという

と,尖 閣諸島に人は住んでい ません。そこに人々の生活空間や文化 はあり

ません。領域国家は文化国家です。文化中心的な国家です。文化は,人 が

あって初めて成立するのです。人が ない ところに文化国家 は成立 しませ
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ん。

○鈴木 国際政治が基本 としている,「 ネイション ・ステイ ト」によって

構成される 「ネイション ・ステイ ト・システム」というのは,「 ステイ ト」

を基盤 とする政治 システムですけれ ども,そ れは極めて近代 ヨーロッパ的

な現象です。「オリエンタリズム」 も,「ネイション ・ステイ ト」 を世界大

に拡張 して当てはめ ようとするか ら,妙 なことになって くるわけで しょ

う。イスラーム地域研究の大プロジェク トが展開されていたときも,そ の

問題が非常に大きな問題の一つのようで した。おそらく東アジアの問題 を

考 えるときも,そ れは考 えておかな くてはいけないことだと思います。

「ステイ ト」を基準 とした概念そのものは,「 移植 された概念」だとい うこ

とを常に念頭 に置 くことを前提 として,「 地域研究」を考えようとすれば,

とても生産的ではないかと思います。

○加 々美 そうですね。ですから,「n地 域論」というのは,僕 は,非 常に

魅力的だと思いました。

○鈴木 今の先生の 「域」のお話 と,「n地 域論」とを合わせますと,と て

も意味のあることになるのではないか と … 。板垣雄三先生 もびっくり

かもしれません。「域」の概念について,そ こまで板垣先生の念頭にはな

かったか もしれません。

○加 々美 そうか,そ うか。ただ,先 ほどから言っています ように,中 国

学やイン ド学 というかたちでだけで,問 題 を論ずるわけにいかない という

ことがあ ります。だか ら,「コ ・ビヘイビオリズム」とはいったい何 なのか

という問題を論 じたときに,既 に経済学や政治学などでは,非 常 に頑強な

ディシプリンがで きていて,そ こで,あ なた方のなかに,実 は価値判断が

あって,状 況に対 して一定の価値の目盛 りで,状 況に対応 していこうとい

うものがあるにもかかわらず,そ れを単に実証主義的な研究,つ まり,既

に出来上がった,例 えば,政 治学の行動理論でもいいのですが,行 動理論

ならば行動理論 に,極 めて精緻な理論がありますね。それに基づいて,状

況に当てはめていこうと考 えてしまいます。その背後に価値判断があ りま

す。状況にある一定の態度を持って,ビ ヘ イビアを持って接 していて,そ

の自分をも研究の対象に しなければいけないのだと言 って も,そ の問題は

通用 しません。
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一番問題 なのは
,彼 らがそのまま応用領域 として,地 域研究のなか に

入ってきて,そ こで,今,言 ったような同 じ押 し立てをします。そこに,

例えば,オ リエ ンタリズムが何回も再生され強化される,一 番大 きな理由

があります。

だから,入 ってきたら,そ れは許されないとい う方法論を打 ち立てよう

というわけです。それは,も う全部,政 治学から,経 済学から。確かに川

井 さんの言 うとお りに,他 のディシプリンについても全部適用で きるのか

もしれません。

しかし,そ れをやろうとしたら,全 部,政 治学,経 済学の理論から,一

つ一つ突破 していかなければいけません。だか ら,そ れは大変です。だけ

ど,地 域研究をアリーナだ とみている人たちに対 して,こ の ジャンルに

入ってきたら,そ れは許 されないという方法論を確立 しようではないか と

いうことなのです。

○鈴木 なるほど。先ほどの猪口孝さんの例 は,非 常 にわか りやすいです

ね。

○佐藤 国別学 と一応表現 されていましたね。ですから,そ の点は,今 の

ご説明で,だ いぶクリアになったと思い ますが,例 えば,国 別学 としてイ

ン ド学があって,イ ンドネシア学があ ります。そのイン ド学 としての国別

学 と,イ ン ドネシア学 としての国別学 というのは,ど のように関連付けた

らいいので しょうか。

○加々美 先ほど,鈴 木 さんが言った とお りなのですよ。例 えば,同 じイ

スラムでも,イ ンドネシアのイスラム と,イ ラクやイラン,イ ン ドネシア

の イスラム とでは,同 じイスラム教典を使いなが らも違いがあるわけで

す。その違いをそのままに,自 分の価値観で押 し当てていけば,押 し当て

方 もモノサシが当たるところが,で こぼこしたものになる。押 し当てに無

理ガ生 じるわけですね。

僕は,そ のモノサシ自体を全部やめなさいと言っているのではあ りませ

ん。例えば,政 治学の行動理論ならば,そ のモノサシを全部取 り払って,

サラの目で見なさい と言 っているのではないのです。自分が自分のモノサ

シを持 って応用領域の地域研究に入ったら,そ こに一定の価値判断が介入

し,そ れゆえに研究者 として状況 に不可避にかかわって しまうとい うこ
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と,そ こでは自身の態度や主体性が問われるのだということを,方 法論の

問題 として自覚 しなさいということなのです。言い換えれば。そうすると,

そこでモノサ シを当てたその下のでこぼこが写 って くるわけです。 この

写って くるでこぼこは地域 によって違いますから,同 じ政治学の行動理論

で,中 国のある地域の,例 えば四川省ならば四川省を切るというの と,イ

ン ドでパンジャブを切るというのは,当 然同 じ行動理論を使って も,そ こ

に浮かび上がるでこぼこは異なって くるわけです。

でこぼこを浮かび上が らせるモノサ シには,明 らかに自分の価値判断が

含まれてお り,し かもそのでこぼこの設計図に基づいて状況 を変えていこ

うとする目的意図をはらんでいるのです。ですから,単 に,写 し出して絵

として解像する,像 を解像する,写 し出されたインドのパ ンジャブならパ

ンジャブの像を単 に解像 してい くというのであれば,こ れは,状 況に対 し

て毒にもなりません し,薬 にもなりません。

しか し,実 態はそうではあ りません。写された像に基づいて,そ の研究

者がある価値判断をし,そ れを設計図として,状 況を変えようとする意図

を持つわけです。 だか ら,そ の点を方法的に組み込まなければいけませ

ん。

今 までは先ほど言われたように,日 本の地域研究は確かに国策的研究で

はありませんで したから,状 況を変える力もほとんどありませんで した。

しかし,ア メリカならば,地 域研究の成果が議会や大統領に影響を与え,

中国批判を引 き起 こすこともあ り得たわけです。現 に中国白書が書かれる

わけです。そのために,学 者を議会が聴聞会に喚ばれるわけです。国策研

究ではそうしたことが不可避的になってきます。

しかし,日 本の場合にも実態は間接的には,既 に国策に影響を与えてい

たのです。どういうことかというと,中 国研究者の書いたものを読む人た

ち,た い した数ではないですが,人 によっては1万 人を超えるような読者

を持っている有力な学者 もいます。例えば,そ れに しても,日 本の世論 を

一定程度動かす ことが出来 ますね。

日本の世論を一定程度,動 かす ということは,当 然,日 本人の中国観を

左右 し,ひ いては日本の対中政策に影響する結果になり,そ れへの反応が

中国の対 日観 を動かす形で及ぶわけです。そのように国策研究になってい
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なくても,間 接的に,状 況 に大 きな影響を与 えるということが起 きて くる

わけです。

例えば,反 日や排 日という運動が中国で起 きます。そうすると,排 日や

反 日について,日 本人の中国研究者が書 くわけです。何をどう書 くのか,

それが日中関係に不可避的に影響 を及ぼ して くるわけです。

そのような状況があるにもかかわ らず,自 分の研究は国策研究ではな

い,つ まり,実 証的研究であるというように研究者が思っていることに

よって,そ の問題が方法的に抜け落ちていきます。それを正すことが,こ

こで言っている 「コ ・ビヘイビオリズム」の一番大 きなポイン トです。

例えば,昨 年江蘇省の南京でおこなわれた南京大学主催の環境シンポジ

ウムのときに,向 こうの環境保護局の局長が出て きて,非 常 に詳細な水質

汚染についての報告 をしたわけです。驚 くほどた くさんのデータを,パ

ワーポイン トで分か り易 く提示 しました。僕は素晴 らしい と,そ の瞬間,

思いました。そうしたら,僕 の隣に座っている南京の学者が僕 に,「 あれだ

け立派な報告が出て,加 々美先生,驚 くのかもしれないけれ ど,あ れだけ

の報告が出ても何 も変わ りませ んよ」。「では,い ったい彼は,何 でそんな

報告をしているのか」 と。

その会議には環境関係の研究者が,た くさん喚ばれているわけです。環

境の研究者たちが,長 江流域の支流の川の水をビーカーに採って検査 しま

す。すると,既 に環境保護局の局長が,汚 染度の報告 を出 していますから,

内容的にはそれを超えるほ どの結果は出てこない。単に公式報告 を追認 し

ただけの結果が出てくるわけです。

しか し,外 国人の研究者がやるという権威付けはなされ得るわけです。

何が問題かというと,中 央か ら補助金を取 ることなのです。なぜかという

と,全 面市場化政策の下で地方は中央からの財政支援を大幅に減額 され,

財政的な逼迫から公害企業で も誘致 してしまうわけです。誘致 した公害企

業が結果 として公害を引き起こし,被 害者である周辺住民の激 しい反発を

受けても,こ れを簡単に追い払 うわけにはいきません。なぜか というと,

それが地方政府の主たる税収源であ り財政基盤を支えているからです。で

は,こ のような苦境をどのように突破 したらいいので しょうか。データを

た くさん集めて,中 央に訴えて補助金を取ることしかないわけです。
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しか し何 も変わらないということになるのです。なぜか。中央はそうし

た地方の要求 を聞いても,容 易には補助金を増額する財政出動は出来ませ

ん。財政の改革 を進めているからです。では,企 業を処罰すればいいでは

ないかといえば,中 央が公害企業を罰 して多額の罰金を科すとい うことを

すれば,経 営悪化を招 き悪 くすると倒産 を招 く可能性 もあ ります。そうす

ると,重 要な財源を失います。ということで問題は棚上げになりが ちです。

以上のような状況を囲む企業,周 辺住民,地 方政府,環 境問題研究者,そ

して中央政府の各主体 はそれぞれ異なる思惑を持った態度を持 っているの

です。

そのときに,外 国研究者はその状況のなかで,ど のような態度で研究 に

従事するので しょうか。それが問題解決に,一 助 となるか どうかの境 目で

す。 ところが,そ ういう方法論が,ほ とんど顧みられていないのです。

○鈴木 先生,今 「ダイナ ミズム」(dynamism)と い う言い方をなさって

いらっしゃいますが,ま さに 「相対的な対象との位置関係」 を自覚するこ

とによって,そ のダイナ ミズムが生まれるということをも強調 されたいの

だというお考えですか。

○加々美 そうなんです。

○鈴木 いわゆる 「近代」というのは,ハ ンナ ・アーレントの言 うように,

そのような 「相対性」 を見つけることによって成 り立っていますが,一 方

の 「主体」 を硬直化 して しまうことによって,先 ほどの事例のようにいろ

いろな枠を入れて,対 象を理解 して しまおうとしているという落とし穴 に

陥っているということがあるので しょうね。

○川井 いいですか。

○佐藤 はい,川 井先生どうぞ。

○川井 先ほど佐藤先生の問題提起で,あ えて国別学 というかたちで設定

する場合の意味合いについてですが,何 も予備知識がな くてそれを読む

と,要 するに,ネ ーション ・ステー トを踏 まえた国家 を対象に総合的な研

究をします と理解 される可能性がずいぶんあると思います。そうでないと

すれば,や は り地域の境界は,先 ほど,鈴 木先生 もおっしゃったことに,

私 も共感 します。つ まり,問 題の位相は,そ の主体がどのように問題をと

らえるのか,そ の意識のあ り方によって,大 きくなった り,小 さくなった
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りする可能性があるということだろうと思います。

ですから,中 国学の場合でも,そ れは研究者によって,単 に地方の地域

を注目するということもあるで しょうし,場 合によっては,も ちろん,国

家そのもの もあります し,も っと大 きな東アジアとかのリージョナルな問

題をとらえるという場合 もあ ります。

ただやは り,何 て言いますか,一 国をとらえる,あ る地域 をとらえると

いっても,こ の地域を越えた動 きは,こ の間,次 第に大 きくなってきてい

て,そ の地域だけ見ても地域はわからないとい う側面があるだろうと思い

ます。

ですから,あ る地域を特定すれば,そ の地域を,も しかした ら,そ のう

えの,そ れを囲むようなもう一つの大 きな地域 との関係は,や はり,見 て

い く必要があるのではないで しょうか。その意味では,複 合的なまたは重

層的な視点 と言 うので しょうか,そ れが必要だ と思います。

ですから,国 別学 としての現代中国学 と言うと,何 かずいぶんガー ドが

堅そうなイメージを与えます。実は,そ うではなくて,中 国の境界でも,

やはりもう,か な りルーズで,内 外へ行った り来た りして人が動いている

ということを含めて,と らえる必要が当然あるのだろうと思います。

○佐藤 鈴木先生,一 応,地 域研究,あ るいは国別学 との関係で,加 々美

先生は,「 コ ・ビヘイビオリズム」を言われているわけですが,こ れは国際

政治,あ るいは国際関係研究 という点では,ど の ように結び付 けることが

で きるかとい う点はいかがですか。

○鈴木 どの ように結び付けることがで きるか,国 際政治学の理論上どこ

に位置づけることができるか どうか,と いうことですか。

○佐藤 そ うですね,は い。そのところを,少 しお答えいただけると。

○鈴木 問題は,先 ほども申しましたように,国 際政治が前提にしている

「ネイション ・ステイ ト・システム」がグローバ リゼーションの進行 に

伴って,「 ネイション ・ステイ ト」の存在その ものの融解 しているような

状態があ りながら,し か し,ま だなお存在 して しまっているというところ

にあるといえます。「過渡期」の感覚が まだあるわけです。アニメの押井守

の 『攻殻機動隊』風に言いますと,ネ ットが世界全体を支配 していなが ら,

未だ国や企業が,そ れぞれの記号 を持 って生 きているような状況ですね。
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事実,い まだにグローバル企業 と言っても,「 ソニーは日本企業の典型」と

いったように,ど こかのナショナ リティー(Nationality)を 感 じさせるよう

なシルシを帯びながら存在 している。そうしたなかにあってどうか という

ことになって くるのだと思 いますが,か つての国際政治における 「リー

ジ ョナ リズム」 といった議論は終息 してしまったようです。これは要する

に,グ ローバリズム論の前段階の議論のようなところがあ りました。今,

個別の各領域的な地域の問題が確かにありますが,そ れを超えて全体の問

題,グ ローバルな問題になってしまっているとい うところがあるのではな

いで しょうか。

だか ら,佐 藤先生の問題を引 き受けるとすると,加 々美先生の地域研究

における方法論の問題 を,グ ローバ リゼーションとどのようにリンクさせ

て考えていったらいいのか,と いう問題位相を設定 してお く必要があると

いうことになってくるのか もしれませんが……。

○佐藤 いや,私 は単純に,加 々美論文の最後の ところで,こ のような視

座,す なわち 「コ ・ビヘイビオリズム」はずっとあって,日 中関係の話 を

先ほ どはされましたが,国 際経済,国 際政治の問題 あるいは文化摩擦の

問題などにも適用 されなければならない,と 書いておられるので,そ こを

鈴木先生にもう少 し敷術 していただければと思います。

○鈴木 今 申しましたように,グ ローバ リゼーションと地域研究とは,ど

う方法論的に関係 してい く議論 となりうるのか ということでしょうね。や

は り,加 々美先生自らが,そ のような宿題 を最後に課 しているように見え

ますが … 。

○加 々美 一番よい例は,近 代化論に基づいて,中 国はこれこれの要因か

ら発展に立 ち遅れたとか,あ るいは,ど こでもいいのですが,ほ かの開発

途上国で も。

それに比べて,や は り近代化論 を基準 として 日本は,明 治維新以降,一

国主義的に見て,江 戸期か ら既に近代化への萌芽を持 っていて,例 えば寺

子屋みたいな基礎教育の基盤があ り,そ れで近代化 を成功させたというよ

うな議論があ りますね。内発的議論になって しまうわけです。

ところがそれはさまざまな共同主体的な関係のなかで,そ の種の過程は

進行 したのであって、内発的なものだけで進んだはずはないのです。つま
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り,フ ィール ドとしての国際関係のなかで,そ れぞれの国家の ビヘイビァ

が相互に大 きく関与 しなが ら,総 合的に,複 雑な関与のプロセスのなかで

つ くり出された状況なのです。

その ようなとらえ方をしないと,ど のようなことが起 きるか?僕 はこの

論文では,あ えて紹介 していませんが,衛 藤藩吉 さんと岡部達味 さんが,

文革期前後のころに論 じた 「中国の内政と外交の連動」 という観点がその

典型です。つまり,中 国では独裁者が,カ リスマ的指導者が現れると,そ

れは具体的には毛沢東(も うた くとう)の ことですが,毛 沢東がどのよう

な考え方 を持つかで,国 内政策が決定 され,さ らにその国内政策 によって

国際関係 も左右されると言 うわけです。

ですから,中 国をめ ぐる国際政治を分析 しようとすれば,ま ず最初に,

政治カリスマが登場する政治権力闘争の分析が必要であ り,次 にそのカリ

スマが どのような志 向性 を持 った人物なのかを分析す ることが大事だ と

なって くるわけです。つまり 「内政 と外交の連動」 と言われるものも,実

は内政か ら外交へ という一方向的な連動性 を言っているのであって,外 交

から内政への逆方向の,そ の意味で双方向の連動はほとんど見ようとしな

いのです。

僕は,衛 藤,岡 部両先生のそうした観点にそのころか ら違和感があ りま

した。毛沢東は,例 えば1958年 に人民公社政策を展開 し,2000万 とも3000

万 とも言われる餓死者を出す内政の失敗を引き起 こします。その背景 に,

戦後国際政治の圧力が働いていたことは明らかです。台湾問題の処理のな

かで,中 国代表権問題が浮上 した結果,中 国政府は代表権を持 たないとし

て国際社会からの孤立化 を迫 られ,国 連に議席を持 ち得ませんで した。同

時に朝鮮戦争によって対米対決 を余儀なくされたため,対 西側世界 との門

戸を閉 じて,開 放政策を採用で きな くなるよう迫 られました。それは毛沢

東が望んでそうしたわけではあ りません。 さらに50年 代半ば過ぎにはソ連

のワルシャワ条約機構による従属圧力を受けて,ソ 連のフルシチ ョフ(Ni-

kitaSergeyevichKhrushchev)と の対決 も余儀な くされ ます。

そうした状況のなかで,も う明 らかに自力更生,し かなかったわけです。

しかも自力更生で,イ ギリスに10年 で追い付 くという,も う恐ろ しい目標

を掲げて しまったわけです。
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それが失敗の原因です。 しか しこうした背景,つ まり外か ら内への連動

性を無視 して,人 民公社の失政は,毛 沢東の共産主義 を早期に目指そ うと

するユー トピア的な,主 観的な理想主義か ら生み出 した結果であって,毛

沢東が劉少奇(り ゅうしょうき)の 権力を剥奪 して,自 己のなかにカリス

マ支配を確立 したために起 きた,ま たこうしたカリスマの支配が 「革命外

交」 と呼ばれる非平和共存主義を生んだという議論は,い ったい。

○鈴木 原因 と結果 を取 り違えているのではないですか。

○加々美 こうした議論 は共同主観的な構造の在 り方 を全然見ていませ

ん。 日本がアメリカに追随 して,中 国にどのような態度 を取っているかと

いうことも,そ のなかでは大きな影 をなしているわけです。 しかし,そ う

いうことが基本的に,方 法的に組み込 まれていない という。

○佐藤 私な りにうかがっていると,「国別学」とは言われていますが,

「一国学」ではないですね。

○加々美 一国学ではないです。

○佐藤 一地域学で もないですね。

○加々美 そうです,そ うです。

○佐藤 どうも,そ こにポイントがあるということが,よ うや く分かりか

けてきたかなという感 じでお ります。その点で言 うと,国 別学は,や は り

ある種のグローバル ・スタデ ィーズにつながっていく面があるのかなとい

う印象を持ち始めているのですが。

○鈴木 国別学が … 。

○加々美 国別学と,佐 藤さんおっしゃるときに,例 えば,中 国外交が問

題になっているわけです,こ こでは。 しかし,中 国外交を焦点に据えてい

るという意味では,国 別学ですが,で もそれは,ア メリカとか,当 時のソ

連,そ れか ら日本自身も絡み合って,中 国外交を成 り立たせているわけで

すから,日 本人である研究者は,そ うした中国外交 に働 く外から内への連

動作用 と無縁ではあり得ません。

○鈴木 ええ,そ うですね。

○加 々美 ですね。そのような多方向の連動的な構造 として国別学。取 り

あえず,中 国外交を扱 うわけだから,当 然そこは,中 国という国別の外交

問題にするという国別学になるけれども,枠 組みは一国学 とは違 うわけで
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す。

○鈴木 むろん,そ うだと思います。

○佐藤 グローバル ・スタデ ィーズという言い方が誤解を招 くとすれば,

まさに,国 際関係学。

○加々美 そ うですね。

○鈴木 最近,あ る種の生み出す機能としてのマ トリックス(Matrix)が 必

要になって きて,一 極から多極へ と,い ろいろなマ トリックスが遍在する

ような状態があるということなのであろうと理解 していますが … 。

○加々美 問題があるというのは,内 外連動性があるということを強調さ

れています。その連動性 という意味では,あ たか も国際関係論であるかの

ように取れるわけです。 ところが,そ れが,バ イラテラル(bilatera1)で は

ないのです。ユニラテラル(unilateral)な のです。つま り,内 側か ら外 に外

交 というものは形成されてい くという連動性 しか見ないのです。それが長

く続 きました。

○佐藤 予定 していた終了時間が迫っていますので,そ ろそろ打 ち切 りた

いと思いますが,12月 のICCS(国 際中国学研究セ ンター)の 国際シンポジ

ウムで,中 国の方々が読まれてどのようなコメン トを発表するのか という

のが,非 常 に楽 しみです。

○加々美 そうですね。ただ,僕 の議論 は先に出版 された 『鏡の中の 日本

と中国 中国学 とコ ・ビヘイビオリズムの視座』とセットになっているの

ですけれど,片 一方は読まれないで,今 回発表の論文だけ読まれるという

ことになると,や は り大 きな読み違えも出てくるか もしれません。

先ほど,川 井 さんが言われた中国人の,国 内研究 と外国研究,海 外中国

人留学生の中国研究 における両面性 と川井 さんが言われた部分,そ れは

『鏡の中の日本 と中国 中国学とコ ・ビヘイビオリズムの視座』で繰 り返

し強調 した部分です。

例えば,17回 党大会で政治局書記処に入った王濾寧(WangHuning)は 復

旦大学の国際政治学の学部長だった人です。それが今,中 央政治局の書記

処 に入った。彼が権力中枢のなかで,中 国の国際政治について語 るときに,

これはもう背中に刃(や いば)を 背負ったようなものですね。王潅寧だけ

ではあ りません。政府ブレーンの胡鞍鋼(HuAnGang)で もいいですね。彼
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が中国経済について何かを言うときに,突 っ込みが足 りないと,外 国人研

究者は端か らはい くらでも言えるわけです。 しか し,政 策に携わるもの と

しては提案 したものに対 して,常 に結果が問われて くるわけですから,そ

れは竹中平蔵などと全 く同 じです。大学で,実 証主義 と称 し,客 観的な研

究 と称 して,研 究を していたのと,政 権中枢に入ってやるのとではまった

く違いますね。

ですから,中 国研究者が中国をやるということと,外 国人である私たち

が中国研究をやるということは,も のすごい差があ ります。どこに差があ

るかというと,私 たちは好 き勝手な,間 違いを含むようなでたらめを言っ

て も,ま ずうしろから刃を浴 びせかけられることはありません。普通,い

かなる科学研究 も,必 ず実証性を求められるというときの実証性 とは,必

ず出てきた研究結果が正 しかったかどうかを,対 象から問われて くるわけ

です。例 えば,あ なたがやった実験の結果は,全 然予想 したとお りになっ

ていないではないか と。予想 したとお りになっていないということを,研

究対象か ら研究者に突 き付けてくるわけです。

ところが,地 域研究 としての中国研究はどうか。書いて,い ろいろ言っ
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ていて も,そ の結果は言ったとお りになっていな くても,誰 もそれを刃で

突 き付けてきませんよ。ところが,こ れが中国人が中国研究をやったら,

そうはいきません。

例えば,竹 中平蔵が金融を引き締めたほうがいいと言った とします。そ

れで経済が回復すると言ったところが,金 融を引き締めたら経済は悪化 し

て しまった。当然,批 判がごうごうと上が りますね。 ところが,外 国研究

者が中国経済について金融 を引 き締めたほうがよいと主張 し,た またまも

し中国政府が金融引き締めを行い,経 済が悪化 したとして も,中 国人なら

ば批判 を浴 びるところですが,日 本人などの外国研究者は全然関係ないの

です。つ まり当然受けるべ き結果責任 としての実証過程の試練がないので

す。それは,外 交問題にも通 じるのですけれど。

一番問題 なのは
,地 域研究 という名の外国研究は,こ の実証プロセスが

ないのです。にもかかわ らず,そ れを実証研究 と称 しています。

○鈴木 なるほど。二重,三 重に トリッキーなのですね。

○川井 ただ,そ れを実際に実証するのは大変ですね。

○加 々美 そうです。実証性なら,そ う思いますね。今,川 井 さんが言っ

ていることは,正 しいのです よ。実証することは大変なのです。だか ら,

そこに実は,自 分の責任を問う声がないのだということを,方 法的に自覚

することが大事なのです。 ところが,そ の緊張感 を欠いているのです。

○鈴木 緊張感がないのは,ア メリカや中国の大学人の場合には,政 府に

入って何か行政職に就 く可能性が日本 よりもはるかに高いわけで,そ うし

た研究環境の問題 もいろいろあるか も知れませんね。

○加 々美 あると思います よ。

○鈴木 そうした研究環境ファクターをしっかりと自覚 しないで,地 域研

究の客観性みたいなことを言 うな,と いうことで しょうか。

○加 々美 いや,「 べ きだ」とは言っていないのです。だから,た とえば金

融引 き締めをやったほうがいいとか,人 民元の切 り上げをやったほうがい

いとか,と いうことを言ってもいいのです。ただ,そ こに,当 然起こるべ

き実証プロセスは発生 しないということを,自 分のなかで方法的に自覚す

れば,言 い方 にも違いが出てくるで しょう。

だから,実 証過程を欠いているものをあたか も実証的研究であるかの よ
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うに,平 気で言って しまうところに問題があるのです。

○鈴木 それ よりも日本の研究者で,先 生がおっしゃったような方々が,

おそ らくもっと罪深いのは,官 僚が考 えていることを実証研究であるかの

ように組み立てる役割を担って しまうというところにあるのか もしれませ

んね。

○加 々美 そうなのです。誘導 されてね,官 僚から誘導 されて。

○鈴木 そういう側面がすご く強いわけですね。

○加 々美 それはあ ります。

○鈴木 そこのことももっと自覚 しなくてはいけないのですね。

○加 々美 そうなのです。だから,「 コ ・ビヘイビオリズム」というのは,

コ ・ビヘ イビオな関係では,必 ず結果責任が問われるのです。例えば,僕

はよく医師の例を出しますが,患 者のいろいろな検査をやって,血 液検査

やエコーを撮 ったり,い ろいろ してや りますね。それは,研 究で言うとこ

ろの,ま ず実証的な研究の一過程なのです。 ところが,そ れだけで終わる

のであれば,普 通は実証研究 と言い ませんか ら,だ か らどうしたらいい と

いうのを出すわけです。医学で言えば,治 療 という方法 を出すわけです。

その治療を加えたら,予 想 した ものと違う状態で病状が悪化 したとした

ら,医 師は当然,そ れを直ちに訂正 しな くてはいけませんね。この結果責

任 を負 うのが,普 通 は実証的過程です。ところが,地 域研究 としての中国

研究にはそれがないのです。

○鈴木 放 っておいて しまう ・の・。

○加 々美 そ うなのです。だから,ま ず最初に,基 本的な科学 においては,

情報開示 と,ア カウンタビリティーが必要ですね。佐藤 さんの身体検査を

すると。いろいろなデータが得られます。そしたら,そ れをまず もって,

まず,佐 藤 さんに伝 えなければいけませんね。伝 えたうえで,こ のような

治療が必要なのですと,説 明 しなければいけません。

そ して,そ れを患者としての佐藤 さんは受け入れます。ところが,予 想

したものになりませ ん。当然,患 者は怒 り狂 うわけですね。そうすると,

では,も う一回,検 査 をして訂正 しましょうというプロセスをたどります。

これは,真 剣勝負で しょう。その真剣勝負にいいかげんなことをすると,

今は裁判に訴えられるわけです。
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かつては,そ れが医師が患者より高みに立って権威で押 さえ付けていた

わけです。こうした権威主義 は地域研究に見 られるオリエ ンタリズムに通

じています。今では,こ うした権威主義は医学界では否定されています。

日本人の自国研究,中 国人の自国では,そ れに近い緊張感が働いている

わけです。 例えば,僕 の友人に中国の某大学のT教 授 という人がいます。

T教 授 の何が問題か というと,自 分 も含めて研究対象 を囲む状況にかか

わっている全ての主体の態度,目 的意図を分析 し明らかにして しまうので

す。環境問題に関連 しては公害企業の意図,被 害住民の意図,中 央 ・地方

政府の意図,そ のうえで,ど の程度,公 害が進んでいるのか数値データも

むろん明らかに します。そうすると,意 図を暴露 されて都合の悪い人々は

怒 り狂います よ。で も,そ れは事実なのです。事実だか らこそ,よ けい怒

り狂 うわけです。こうして問題解決の急所は明らかにされている。その結

果,い や,本 当にT教 授 は業績はすごく上げているのですが,博 士指導教

授にはなれないのです,博 士指導教授の審査では,複 数の教授から,彼 に

は問題があると。

○鈴木 要するに 「政治的配慮」がない ということですね。

○加々美 そ う。それで,政 治問題があると。

○川井 おそ らく,こ れから課題の一つだろうと思いますが,も し 「コ ・

ビヘイビオリズム」というものを学問として目指す という場合に,も う少

し何か具体的にどのようにやればいいのか という,操 作可能な概念にする

必要があると思います。

例えば,外 国人が,中 国の情報 を得る場合 に,や は り利害当事者の情報

を全部公開するわけにはいかないわけですから,そ のへんの配慮 というの

はどうして も付 きまとうし,結 局,そ の場合 に,利 害関係者 に対 して研究

者が,ど のような責任を,ど こまで負えばいいのかという,こ れは実際問

題 として,ず いぶん難 しい話ではないか という気 もします。

だから,そ のへんの方法論,オ ペレーショナル(operationa1)な 方法論,

進める場合の工夫を,や は り考える必要はあるのではないかと思います。

それがないと,議 論だけで回転 して しまっているような,そ ういう懸念

もあります。そこで止まっては,や は り問題だと思いますね。

○加々美 そこの意味では,枠 組みに とどまっているとい うのは確 かで
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す。ただ,そ れを,単 なる枠組みから具体的な規範とい うか,具 体的な研

究における行動的枠組み までに高め ようとすると,こ れを一般化できるか

どうかという問題 とつながって くるので,そ う簡単にい きません。「コ ・

ビヘイビオリズム」はいわば方法論 に関する 「原理論」なのです。この 「原

理論」を具体的な状況に合わせたいわば中層の 「理論」 に変えることは簡

単ではありません。そこでは一定の類型論の積み重ねが必要になるからで

す。

つまり,例 えば南京の江蘇市のA県 で起きることと,河 北省のB県 とい

うところで起きることとは同じではありません。これを一つにまとめる具

体的な枠組みがあるで しょうか。 しかしもし,そ れを数列式 とか,あ るい

は関数式のようなもので表現 しろと言えば,や れな くはないのです。例え

ば,F(X)=aXのn乗 とかの関数 をつ くって。特 にnの 数列系をつ くれば,

かなりのことは表現出来るかもしれません。

○鈴木 多重位相空間を数式でも定義する … 。

○佐藤 方法論 という意味では,川 井先生が最後に言われた,オ ペ レー

ショナルなとい うことも配慮する必要があると思いますが,や はり加々美

先生が提起 された重要な論点は,態 度 というところにかかわっての方法論

の問題だと思います。ですから,そ れはそれとして踏まえたうえで,今 度

は,ど のように具体的に分析 をするのか,具 体的に解析をするのか。かな

り,こ れは問題によって も,対 象によっても違って くるのだろうかなとい

う感 じが します。

○鈴木 同時に,そ ういうことに無自覚である現在の日本の研究者に対す

る影響力 を考えて,こ のように問題提起 されているということであるなら

ば,今,中 国研究者がどの ように動いているのかを先生はよくご存 じです

から,警 告的意味を込めて もう少 しはっきりといろいろおっしゃった方が

よいのかもしれません。

○加々美 何か,僕 が気合いが入 りす ぎて,す みません。本当に,説 明す

るのが簡単 なようでいて,相 当,ぐ ちゃぐちゃと何年も考えた結果を書い

ているので,そ れを一度にお読みいただいて,一 度にご理解いただ くには,

理解 してもらえると思うほうが,ず うずうしい というか。

○川井 かなり普遍的な問題 なので,個 別の地域 というように特定できな
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い問題ですね。 これは。

○佐藤 すみません。時間が参 りましたので,

会は以上とさせていただきます。

申しわけないですが,座 談
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